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日韓日

;i観::ヨ
!
ロ
ツ
パ
統
一
契
約
法
の
試
み
と
限
界

l
l
ケ
ッ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
が
教
え
る
も
の
|
|

日

次

は
じ
め
に

l
l
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
試
み

H

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」
に
対
す
る
ケ
ッ
ツ
の
基
本
的
考
え
方
|
|
共
通
私
法
方
法
論

一
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」
を
考
究
す
る
こ
と
の
意
義

二
「
共
通
私
法
」
に
と
っ
て
の
比
較
法
学
の
意
義

-
ケ
ツ
ツ
の
比
較
私
法
方
法
論
の
概
要
l
l
l
国
内
法
至
上
主
義
批
判
・
法
教
義
学
批
判
・

I 

機
能
的
契
約 見
法
の
構
築

佳

男

北法51(2・1)375



説

2

機
能
的
比
較
私
法
の
方
法
論
に
対
す
る
批
判

三
次
節
へ
の
架
橋

国
ケ
ッ
ツ
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
の
概
要

一

緒

論

二
第
一
部
「
契
約
の
締
結
、
有
効
性
お
よ
び
内
容
」

三
第
二
部
「
契
約
へ
の
第
三
者
の
関
与
」

w
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
契
約
法
の
試
み
と
限
界

一
ケ
ツ
ツ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
に
見
ら
れ
る
特
徴

二
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
契
約
法
の
方
法
論
上
の
限
界

V

給
、
ぴ
に
代
え
て

論

I 

は
じ
め
に

l
l
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
試
み

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
個
別
国
家
を
超
え
て
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
実
体
私
法
規
範
を
探
求
す
る
試
み
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
長
い

一
二
・
一
三
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
普
通
法
時
代
に
ロ

l
マ
・
カ
ノ
ン
法
の
継
受
の
結
果
と
し
て
生
じ
た

は
、
そ
の
有
名
な
例
で
あ
る
し
、
二

O
世
紀
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
通
じ

歴
史
的
伝
統
が
あ
る
。

ユ
ー
ス
・
コ
ム

l
、
不
(
宮
田
口
。

g
B己
ロ
伺
)

る
契
約
法
・
債
権
法
を
目
指
す
試
み
は
、
世
紀
の
初
頭
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
な
か
で
も
有
名
な
の
は
、
ド
イ
ツ
の
比
較
法
学
者
ラ

l
ベ
ル

(
E
Z】
)
に
よ
る
商
品
売
買
法
レ
ベ
ル
で
の
法
統
一
の
提
唱
で
あ
る
。
ラ

l
ベ
ル
は
、
商
品
売
買
に
関
す
る
世
界
各
国
・
各
地
域
の
膨
大

北法51(2・2)376



な
法
規
定
を
集
め
て
、
こ
の
分
野
で
の
法
統
一
の
基
礎
作
業
を
な
し
遂
げ
た
。
そ
の
成
果
は
、
一
九
三
六
年
(
一
九
五
七
年
復
刻
)
・
一
九

の
二
巻
本
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
フ
ォ
ン
・
ケ
メ

五
八
年
に
『
商
品
売
買
法
』
(
ロ
白
印
刷
Nnn宮
内
庁
∞
項
目
同

gECP)

(
〈

g
n
g
B
g
m
B『
)
ら
の
努
力
を
経
て
戦
後
の
一
九
六
四
年
の
国
際
動
産
売
買
条
約
(
ハ
!
グ
動
産
売
買
条
約

C
口
ω)
に
結
実
し
た

(
l
)
 

こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

フ

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

た
だ
し
、
こ
の
国
際
動
産
売
買
条
約
は
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
源
を
有
す
る
ド
グ
マ

の
整
合
性
に
重
き
を
置
い
て
起
草
さ
れ
た
こ
と
が
嫌
わ
れ
て
、
一
九
八

O
年
に
は
、
国
連
の
国
際
商
取
引
委
員
会

(
C
Z
Qベ
河
〉
ど
に
よ

(2) 

る
国
際
的
動
産
売
買
に
関
す
る
国
連
条
約
(
ウ
ィ
ー
ン
動
産
売
買
条
約
の
お
。
)
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
そ
の
歴
史
的
使
命
を
終
え
た
。
見

方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
ハ

l
グ
条
約
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
条
約
へ
の
移
行
は
、
少
な
く
と
も
商
品
取
引
法
レ
ベ
ル
で
の
法
統
一
が
、
も
は
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
い
う
地
域
を
限
定
し
た
形
で
は
不
十
分
・
不
徹
底
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
の
象
徴
と
も
言
え
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
九

O
年
前
後
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
地
域
レ
ベ
ル
で
の
契
約
法
の
統
一
へ
向
け
た
動
き
が
再
び
活
性
化
し
は
じ
め

た
。
し
か
も
、
そ
こ
で
主
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
た
の
が
国
境
を
超
え
た
商
品
取
引
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

ハ
l
グ
条
約
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
条

約
へ
の
流
れ
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、

や
や
皮
肉
な
特
徴
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル
で
の
契
約
法
の
統
一
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
た
も
の
に
は
、
大
別
す
る
と
、
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。

E
U
閣
僚
理
事
会
で
の
統
一
契
約
法
を
め
ざ
す
動
き
で
あ
る
。
営
業
活
動
の
自
由
と
市
場
経
済
の
保
障
の
も

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
市
場
を
創
設
し
て
、
域
内
取
引
を
自
由
化
し
、
国
内
事
情
に
由
来
す
る
障
壁
を
撤
廃
す
る
と
の

E
U
の
方
針
が
、
契

約
法
の
分
野
に
も
波
及
し
た
。
そ
し
て
、
契
約
自
由
を
最
大
限
に
保
障
し
、
自
由
か
っ
公
正
な
取
引
を
支
援
し
、
取
引
ル

l
ル
の
域
内
格
差

(
3
)
 

を
是
正
す
る
た
め
、

E
U
は
共
通
の
契
約
法
を
策
定
し
よ
う
と
い
う
試
み
へ
と
ゴ

1
・
サ
イ
ン
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
学
者
の
私
的
な
研
究

一
つ
は
、

E
U
の
発
足
と
、

北法51(2・3)377

グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、
ラ
ン
ド
l

(
戸
面
白
色
。
)
を
中
心
と
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会
」

(
P
B
E
E
S
S
E
S官
宮
内

2
5
2



説論

も
、
っ
一
つ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
た
の
は
、

一
九
九

0
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
お
け
る
国
内
契
約
法
・
債
権
法
の
改
正
な
い
し

北法51(2・4)378

cg)
に
よ
る
統
一
ル

l
ル
の
策
定
作
業
と
、
そ
の
成
果
と
し
て
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
」

B
E
n
-
-
2
0同

E
B宮
S
9
2
5
R

(4) 

宮
宅
)
は
、
こ
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

は
改
正
の
試
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

ほ
ほ
共
通
し
て
、
先
述
の
ウ
ィ
ー
ン
国
連
動
産
売
買
条
約
や
ユ
ニ
ド
ロ
ワ

(czumo弓
私
法
統

を論ー
下が国
支実際
え質協
し的会
てに)

い少の
るな固
とか際
言ら商
つず事
て影契
よ?響約
いこ土を 原
。与則
え r一、

てま
い日
る';'

の宮
で。
あご
る去

がき
・同

そ 5
れe;.
がめ

笠s
目Ij 3 
の雪
国記・

内二
法。}
命日 書
の宮
市リ F 
約ー
を九
取九
り四
払年
つに
た公
形表
で)

の起
契草
約へ
法向
のけ
統た
一議

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
イ
ギ
リ
ス
と
で
は
、
受
け
入
れ
方
に
温
度
差
が
あ
る
し
、
大
陸
法
諸

国
に
お
い
て
も
個
々
の
国
々
を
な
が
め
れ
ば
比
較
法
学
者
と
法
教
義
学
者
の
対
立
と
い
う
構
図
で
描
か
れ
る
見
解
の
対
立
が
あ
る
こ
と
は
否

(6) 

め
な
い
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
場
合
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
際
し

て
、
比
較
法
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
法
史
学
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
与
せ
ず
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
市

場
に
と
っ
て
合
理
的
な
取
引
ル

l
ル
を
発
見
し
正
当
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
、
多
様
な
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ

l

(7) 

チ
が
示
さ
れ
て
い
る
点
に
も
、
注
意
を
要
す
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
の
い
ず
れ
も
、

(
8
)
 

一
九
九
五
年
か
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
」
の
公
表
を
開
始
し
て
、

年
に
は
そ
の
最
終
版
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
り
、
そ
れ
と
相
前
後
し
て
、

こ
の
よ
う
な
中
、

一
九
九
八

一
九
九
六
年
に
は
ド
イ
ツ
の
比
較
法
学
の
第
一
人

者
で
あ
る
ケ
ツ
ツ
(
閃
か
お
)
が
、
学
生
向
け
の
教
科
書
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
体
系
を
世
に
問
う
た
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
契
約
法
I
』

(
E
8目
M
5
n
v
g
〈
急
円
高
匂
m
n
Z
M
)
を
出
版
し
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
う
ち
の
後
者
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
特
徴
と
問
題

(9) 

点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。



E 

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」

に
対
す
る
ケ
ッ
ツ
の
基
本
的
考
え
方

l
l共
通
私
法
方
法
論

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」
を
考
究
す
る
こ
と
の
意
義

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

(
叩
)

最
初
に
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」
(
唱

g
a
5
5
8市
昨
日

nvg
句ユ
g
g
n町
四
)
に
対
す
る
ケ
ツ
ツ
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
、
触
れ
て

お
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ケ
ツ
ツ
は
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
」
に
並
行
し
て
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
社
会
に
お
け
る
共
通
私
法

(。2M
g
E
g
g
-
t
-
S
5
n
y
H
E
R
-
R
関
口
『
岳
写

nFg

。刊52
5
-
a
w
)
』
に
収
録
さ
れ
た
「
比
較
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法

(mony仲間』

(U) 

S
G
E
n
-
g口開
g
a
明白

5
2
5
2
8宮
nvg同
S
S
5
n
Z
)」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
、
お
よ
び
『
比
較
法
原
論
(
第
三
版
)
(
回
ロ
毘

R
E加
古

(ロ)

emmmnE四国〈旬開
-
a
s
g
m
g
z
m
g
c
o
σ
笠
白
色
白
聞
耳
芝
喜
四
口
宮
間
)
』
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
自
身
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
中
で
は
、
直
接
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
考
慮
し
、
以
下
で
は
、
後
二
者
に
依
拠
し
て
、
彼
の
基
本
的

な
考
え
方
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
ケ
ツ
ツ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
と
い
う
発
想
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
統
一
法
典
を
作
る
と
い
う
こ
と
と
は
直
結
し
な
い
と

(

日

)

、

の
立
場
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
統
一
法
血
(
つ
く
り
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル
で
の
法
統
一
の
た
め
の
王
道
で
は
な
い
と
し
て
、
統
一
法
典
を

め
ざ
す
考
え
方
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
ケ
ッ
ツ
は
、
統
一
法
典
を
め
ざ
し
て
作
業
を
す
る
場
合
に
、
往
々
に
し
て
よ
り
よ
き
解
決
を
発
見
す
る
作
業
を
怠
る
こ
と
に
な
(
日
比
)

る
点
を
懸
念
す
る
。
様
々
な
囲
内
法
の
聞
の
競
争
・
切
瑳
琢
磨
を
通
じ
て
こ
そ
、
よ
り
よ
い
解
決
に
到
達
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
ケ
ッ
ツ
は
、
統
一
法
典
は
、
そ
の
解
釈
・
適
用
レ
ベ
ル
で
も
デ
・
メ
リ
ッ
ト
を
有
す
る
こ
と
を
危
倶
す
る
。
と
り
わ
け
、
統
一

法
典
に
あ
わ
せ
て
国
内
法
を
立
法
す
る
と
な
る
と
、
立
法
者
の
み
な
ら
ず
、
国
内
裁
判
所
に
と
っ
て
も
、
そ
の
デ
・
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
と

北法51(2・5)379



説

す
る
。
あ
る
制
度
、
あ
る
概
念
が
統
一
法
典
で
採
用
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
理
解
に
つ
き
、
国
内
法
の
伝
統
に
依
拠
し
て
き
た
一
国
の
立
法

者
・
裁
判
官
が
違
っ
た
意
味
・
内
容
を
与
え
る
お
そ
れ
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ケ
ッ
ツ
は
、

E
C
・
E

U
レ
ベ
ル
で
の
統
一
法
が
、
と
り
わ
け
指
令
の
形
を
と
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
肯
定
的
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
ヶ
ッ
ツ

に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
統
一
法
の
対
象
と
す
る
領
域
が
明
確
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
各
国
間
で
の
評
価
矛
盾
の
問
題
に
は
至
ら

(
日
)

な
い
と
い
う
こ
と
で
説
明
で
き
る
と
さ
れ
る
。

論

第
三
に
、
ケ
ツ
ツ
は
仮
に
私
法
の
統
一
法
典
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
と
対
象
領
域
の
面
で
重
な
り
合
う
国
内
法
が
存
続
し
て
い
る

な
ら
ば
、
統
一
法
典
と
圏
内
法
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
難
し
い
問
題
が
生
ず
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
、
統
一

法
典
を
め
ざ
す
動
き
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
ケ
ッ
ツ
は
、
製
造
物
責
任
領
域
に
お
け
る

E
C
指
令
と
ド
イ
ツ
民
法
中
の
不
法
行
為
法
と
の

競
合
問
題
ゃ
、
消
費
者
契
約
に
お
け
る
不
当
条
項
規
制
に
関
す
る

E
C指
令
と
ド
イ
ツ
約
款
規
制
法
と
の
競
合
問
題
を
挙
げ
つ
つ
、
統
一
法

典
と
国
内
法
と
の
競
合
関
係
を
前
者
が
排
他
的
に
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
一
方
が
他
方
を
補
充
す
る
関
係
に
あ
る
と
考

え
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
き
明
確
に
し
な
い
ま
ま
に
統
一
法
典
を
制
定
し
て
し
ま
う
と
、
実
際
上
の
法
適
用
に
当
た
っ
て
混
乱
が
生
じ
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
統
一
法
典
が
作
ら
れ
た
た
め
に
法
の
適
用
が
単
純
化
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
技
術
的
に
著
し
い
困
難
さ
を
も
た
ら
す
こ
と

(
見
)

に
な
る
と
の
警
告
を
発
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ケ
ッ
ツ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
統
一
法
典
を
め
ざ
す
試
み
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
、
む
し
ろ
比
臨
的
に
言
え
ば
中
央

(
げ
)

集
権
化
を
し
な
い
形
で
の
準
則
形
成
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
す
る
。
こ
れ
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約

法

I
』
の
底
流
を
な
す
考
え
方
で
も
あ
る
。
ま
た
、
冒
頭
に
少
し
述
べ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会
に
よ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
」

を
定
立
す
る
試
み
も
、
ケ
ツ
ツ
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
の
が
法
典
編
纂
で
は
な
く
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
共
通
す
る
準

(
同
国
)

則
の
確
定
と
そ
の
正
当
化
で
あ
る
意
味
に
お
い
て
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
と
言
う
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
の
準
則
形
成
を
考
え
る
ケ
ッ
ツ
は
、
こ
の
よ
う
な
共
通
の
準
則
が

作
り
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
法
律
学
、
法
学
文
献
そ
し
て
法
学
教
育
が
共
通
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
に
達
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
ド
イ
ツ
の
著
名
な
法
制
史
学
者
で
あ
る
コ

l
イ
ン
グ
が
述
べ
た
言
葉
、
つ
ま
り
、
「
ヨ

l
ロ
ツ

(
印
)

パ
の
法
律
家
に
共
通
の
先
験
的
な
理
解
を
作
り
出
す
こ
と
が
重
要
だ
」
と
の
フ
レ
ー
ズ
に
共
感
を
示
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ケ
ツ
ツ
自
身

と
も
あ
れ
、

の
言
葉
と
し
て
は
、
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
内
的
一
体
性
を
再
発
見
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
」
と
か
、
「
ユ

l
ス
・

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

コ
ム

l
ネ
以
来
と
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
再
構
築
は
、
強
固
な
歴
史
的
基
盤
の
上
に
立
て
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
」
と
の
表
現
と
な
っ
て
現
れ

(
初
)

て
い
る
。
そ
し
て
、
ケ
ッ
ツ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
重
要
な
の
は
統
一
法
典
の
立
法
で
は
な
く
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
視
角
か
ら
捉
え
た
「
ヨ

(
幻
)

l
ロ
ッ
パ
の
法
律
学
」
で
あ
り
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
理
論
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
教
育
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ケ
ッ
ツ
は
、
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
法
の
再
構
築
の
可
能
性
に
触
れ
て
、
取
引
の
場
合
を
例
に
と
り
、
楽
観
的
な
評
価
を
与
え
る
。

す
な
わ
ち
、
取
引
の
世
界
で
は
、
個
々
の
ケ
l
ス
で
様
々
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
内
法
秩
序
が
同
一
ま
た
は
極
め
て
似
通
っ
た
解
決
を
導
い
て

い
る
と
い
う
経
験
を
強
調
し
て
、
こ
の
共
通
の
解
決
の
基
礎
と
な
る
共
通
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
存
在
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
意
味
で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」
と
い
う
の
も
、
い
わ
ば
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
仮
想
空
間
に
お
け
る
共
通
準
則
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
(
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
ケ
ツ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
と
言
う
場
合
、
け
っ
し
て
国
内
裁
判
所
で
適
用
が

(
勾
)

予
定
さ
れ
る
法
律
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
)
。

以
上
の
観
点
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
を
考
え
る
に
当
た
り
、
ケ
ッ
ツ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
従
来
、
比
較
法
の
名
の
下
で
行
わ
れ
る
こ
と

の
あ
っ
た
一
つ
の
手
法
に
対
し
て
、
痛
烈
な
一
撃
を
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で
ケ
ッ
ツ
が
批
判
し
て
い
る
比
較
法
の
方
法
と
言
う
の
は
、
あ
る

特
定
の
国
内
法
と
か
国
内
法
体
系
を
出
発
点
に
据
え
て
、
そ
の
特
定
の
国
民
(
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
、
囲
内
法
の
立
法
者
だ
と
か
裁
判
官

も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
)
を
名
宛
人
と
す
る
比
較
法
学
で
あ
る
。
(
ケ
ツ
ツ
が
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
こ
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説

れ
は
、
国
内
法
ド
グ
マ
解
析
目
的
の
比
較
私
法
方
法
論
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ケ
ツ
ツ
も
、
ド
イ
ツ
を
例
に
と
っ
て
の
話
で
あ
る
が
、
比
較
法
学
が
ド
イ
ツ
の
立
法
者
を
助
言
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
や
、

北法51(2・8)382

智也
ロ冊

比
較
法
の
成
果
を
生
か
し
た
欠
扶
補
充
や
解
釈
問
題
の
解
明
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
法
の
継
続
形
成
を
行
う
こ
と
の
意
義
は
認
め
る
わ
け
で
、
こ

の
こ
と
は
誤
解
を
避
け
る
意
味
で
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
(
後
述
す
る

E
一
l
も
参
照
せ
よ
)
。
と
り
わ
け
、
比
較
法
の
試
み
を
通

じ
て
現
行
ド
イ
ツ
法
が
複
数
あ
る
規
律
可
能
性
の
う
ち
の
一
つ
を
実
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
(
い
わ
ゆ
る
法
の
相
対
化

の
自
覚
)
、
こ
れ
に
よ
り
圏
内
法
の
ド
グ
マ
の
限
界
と
圏
内
法
の
ド
グ
マ
へ
の
盲
目
的
信
仰
の
誤
り
を
正
す
こ
と
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
法
の

継
続
形
成
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
は
正
当
に
評
価
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ッ
ツ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
と
い
う
観
点
か
ら
比
較
法
学
が
出
発
点
に
置
く
べ
き
な
の
は
、
国
内
法
秩
序
を
超
え
た

視
点
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
法
の
体
系
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
を
囲
内
法
の
継
続
形
成
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
く
視
点
だ
と
言
う
。
国
内
法
に
お

い
て
存
在
し
て
い
る
様
々
な
違
い
を
認
め
た
上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
原
理
・
準
則
に
支
え
ら
れ
た
各
国
内
法
の
形
成
を
提
示
す
る
わ
け

(
幻
)

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
(
こ
れ
ま
た
ケ
ツ
ツ
の
用
い
て
い
る
表
現
で
は
な
い
が
)
共
通
準
則
定
立
目
的
の
比
較
私
法
方
法
論
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
ち
な
み
に
、
ケ
ツ
ツ
は
、
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
私
法
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
各
州
ご
と
に
大
き
な
違
い
を
持
つ
「
契
約

法
」
が
存
在
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
体
と
し
て
捉
え
て
、
共
通
の
基
本
概
念
・
基
本
原
理
・
処
理
準
則
・
法
学
教
育
に
裏
づ
け
ら
れ
た
「
ア

メ
リ
カ
の
契
約
法
」

i
!
と
り
わ
け
、
コ
モ
ン
・
ロ
!
と
称
さ
れ
る
共
通
法
ー
ー
と
い
う
形
で
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
、

(μ) 

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
比
較
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
も
、
こ
こ
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共

通
私
法
に
対
す
る
ケ
ツ
ツ
の
意
気
込
み
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
共
通
私
法
」
に
と
っ
て
の
比
較
法
学
の
意
義



ケ
ッ
ツ
の
比
較
私
法
方
法
論
の
概
要

l
l
囲
内
法
至
上
主
義
批
判
・
法
教
義
学
批
判
・
機
能
的
契
約
法
の
構
築

一
で
見
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」
に
関
す
る
叙
述
と
並
べ
て
、
ケ
ツ
ツ
が
|
|
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト

(
N宅
巴
官
民
)
と
の
共
著
と
し
な

が
ら
も
、
自
ら
の
見
解
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
第
二
版
ま
で
の
原
型
を
と
ど
め
な
い
ほ
ど
に
質
的
に
全
面
改
訂
を
施
し
た
|
|

『
比
較
法
原
論
第
三
版
(
田
口
岳
町
包
括

g
e
n
e
n
v
z
g名
良
吉
諸
問
E
E
m
B
O号
E
m
号
田
空
ぜ
陪
5
S
Z
)
』
、
お
よ
び
「
比
較
法
と
法
教
義

(
お
)

学

(
m
n
n
Z
2
2包
O
R
E
S
E
E
N
R
z
a
a
g注
目
円
)
」
に
お
い
て
著
し
て
い
る
比
較
法
学
方
法
論
に
関
す
る
叙
述
を
も
視
野
に
入
れ
た
と
き
に

1 
は
、
「
共
通
私
法
」

の
意
義
と
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
き
、
ケ
ツ
ツ
自
身
の
中
で
、

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
二
つ
の
理
解
が

混
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

一
つ
は
、
「
統
一
法
典
」
化
を
伴
わ
ず
、
国
内
法
(
な
ら
び
に
、
囲
内
法
の
ド
グ
マ
)
の
相
違
を
残
し
た
上
で
、
も
っ
ぱ
ら
法
原
理
・
準

則
面
で
の
私
法
の
共
通
化
を
構
築
す
る
意
図
に
出
た
「
共
通
私
法
」
の
意
義
と
役
割
に
関
す
る
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
触

(
お
)

q
'
v
'
-

。

少
a
q
J
J

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

も
う
一
つ
は
、
法
教
義
学
的
思
考
に
裏
づ
け
ら
れ
た
国
内
法
ド
グ
マ
を
批
判
す
る
際
に
展
開
さ
れ
る
「
共
通
私
法
」
の
意
義
と
役
割
に
関

す
る
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
共
通
の
法
原
理
・
準
則
の
下
で
国
内
法
の
体
系
や
概
念
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
新
た
な
機
能
的
・
実
践
的
契
約

法
の
体
系
や
概
念
を
模
索
す
る
意
図
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
法
教
義
学
に
対
す
る
比
較
法
学
の
優
位
の
強
調

に
も
至
る
。

こ
の
二
つ
の
方
向
か
ら
の
「
共
通
私
法
」
の
捉
え
方
は
、
囲
内
法
至
上
主
義
を
否
定
す
る
点
お
よ
び
私
法
に
関
す
る
基
礎
理
論
の
構
築
を

め
ざ
す
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
相
互
に
背
反
す
る
可
能
性
の
あ
る
視
点
を
字
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
、
後
者
の
観
点
か
ら
の
「
共
通
私

法
」
に
対
す
る
理
解
が
、
機
能
的
法
比
較
の
成
果
を
あ
ら
わ
す
統
一
的
な
体
系
・
概
念
の
下
で
、
囲
内
法
の
ド
グ
マ
を
駆
逐
し
た
統
一
法
の

理
論
を
生
み
出
す
方
向
で
作
用
す
る
と
き
、
後
者
の
観
点
か
ら
の
「
共
通
私
法
」
理
解
は
、
前
者
の
観
点
か
ら
の
「
共
通
私
法
」
理
解
と
挟
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説

を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
予
め
指
摘
し
た
上
で
、
以
下
で
は
、
後
者
の
観
点
か
ら
の
「
共
通
私
法
」
(
さ
ら
に
、
比
較
法
学
)
の

意
義
と
役
割
に
対
す
る
ケ
ツ
ツ
の
考
え
方
を
概
観
す
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
ケ
ッ
ツ
の
考
え
の
起
点
は
、
自
国
の
法
律
に
集
中
し
、
国
境
を
超
え
る
こ
と
を
や
め
た
法
律
学
な
ら
び
に
法
律
家
、
と

り
わ
け
法
教
義
学
(
者
)
に
対
す
る
方
法
論
的
批
判
に
あ
る
。
ケ
ツ
ツ
は
、
法
律
学
の
役
割
が
何
か
を
問
い
か
け
、
法
律
学
の
役
割
は
社
会

に
お
け
る
紛
争
の
防
止
と
解
決
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
探
求
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
囲
内
の
法
や
法
原
理
、
さ
ら
に
は
国
内
の
ル
ー

ル
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
解
釈
学
を
定
立
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
言
う
。
こ
の
と
き
、
比
較
法
は
、
当
該
時
代
・

当
該
場
所
に
と
っ
て
よ
り
よ
き
解
決
を
知
る
機
会
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
、
問
題
解
決
モ
デ
ル
の
宝
庫
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
法
律
学

の
諸
問
題
に
関
す
る
国
際
的
な
議
論
を
通
じ
て
、
囲
内
に
狭
く
限
定
さ
れ
た
「
法
教
義
学
的
な
議
論
」
よ
り
も
、
自
国
の
法
の
継
続
的
発
展

(
幻
)

に
も
寄
与
す
る
。

論

た
し
か
に
、
仮
に
特
定
の
問
題
が
外
国
で
特
定
の
方
法
で
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
比
較
法
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

(
よ
り
よ
い
解
決
だ
と
判
明
し
た
そ
の
方
法
が
、
そ
の
外
国
で
成
功
裡
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
を
吟
味
す
る
こ
と
と
並
べ
て
)
そ
の
解

決
が
自
国
に
と
っ
て
も
適
合
的
か
ど
う
か
を
個
別
的
に
吟
味
す
る
必
要
は
あ
る
。
外
国
で
認
め
ら
れ
た
解
決
が
、
裁
判
手
続
の
違
い
、
官
庁

の
役
割
の
違
い
、
経
済
的
発
展
段
階
の
違
い
、
当
該
解
決
が
機
能
す
べ
き
社
会
環
境
の
違
い
な
ど
か
ら
、
自
国
で
は
適
合
し
な
い
と
い
う
こ

(
お
)

と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
囲
内
法
を
立
法
す
る
に
際
し
て
は
、
特
に
慎
重
な
吟
味
が
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ケ

ツ
ツ
は
、
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
も
、
な
お
、
比
較
法
を
通
じ
て
自
国
の
法
的
伝
統
に
も
っ
と
も
適
合
す
る
解
決
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
国
内
法
規
範
の
解
決
に
あ
た
っ
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
や
圏
内
法
規
範
に
欠
快
が
あ
る
場
合
に
、
比
較
法
を
通
じ
て

(
明
日
)

圏
内
法
の
不
透
明
さ
が
除
去
さ
れ
、
欠
鉄
が
補
充
さ
れ
る
点
に
、
比
較
法
の
有
用
性
を
認
め
る
。

囲
内
法
の
立
法
な
ら
び
に
解
釈
に
対
す
る
比
較
法
の
意
義
に
つ
き
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
お
れ
ば
、
囲
内
法
の
ド
グ
マ
と
の
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対
立
・
括
抗
、
そ
し
て
ま
た
法
教
義
学
(
者
)
と
の
深
刻
な
対
立
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
比
較
法
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」
論
文
で
強
調
さ
れ
た
原
理
・
準
則
レ
ベ
ル
の
み
で
の
私
法
の
共
通
化
を
意
味
す
る
「
共
通
私
法
」
理
解
と
の
矛
盾
を
来

た
す
こ
と
も
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
法
律
学
の
役
割
に
関
す
る
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
と
結
合
す
る
と
き
、
ケ
ッ
ツ
の
説
く
比
較
法
の
役
割
は
、
囲
内
法
の
ド
グ
マ

を
凌
駕
す
る
方
向
へ
と
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
す
。
比
較
法
の
意
義
と
役
割
に
関
し
て
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
数
々
の
指
摘
が
繰
り
返
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
「
共
通
私
法
」
の
意
義
と
役
割
に
関
す
る
ケ
ッ
ツ
の
考
え
方
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
主
な
も
の

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

①
圏
内
法
規
範
の
解
釈
に
あ
た
り
重
要
で
あ
る
が
困
難
な
問
題
に
直
面
し
た
と
き
、
裁
判
官
は
、
あ
る
解
決
提
案
や
論
拠
が
外
国
の
裁

(
初
)

判
官
や
学
者
か
ら
発
し
た
と
い
う
理
由
で
の
み
そ
れ
ら
を
無
視
す
べ
き
だ
と
言
う
こ
と
に
、
合
理
的
根
拠
は
な
い
。

②
多
く
の
国
で
共
通
に
妥
当
し
て
い
る
法
命
題
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
解
釈
は
、
原
則
と
し
て
、
国
際
的
合
意
、
関

係
す
る
政
府
の
共
同
作
業
、
ま
た
は
国
際
的
な
い
し
超
国
家
的
に
な
さ
れ
た
立
法
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
あ
る
の

は
「
法
統
こ
と
い
う
目
標
で
あ
る
。
こ
の
目
標
に
向
け
て
、
法
命
題
の
解
釈
と
整
杭
形
成
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
使
命
に
直
面
し
た
裁
判
官
と
し
て
は
、
単
に
囲
内
法
で
通
例
の
解
釈
原
則
を
適
用
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
解
釈
結
果
が
法
の

統
一
性
を
担
保
す
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
国
際
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
裁
判
官
は
、
こ

の
よ
う
な
解
釈
活
動
を
、

(
a
)
解
釈
を
必
要
と
す
る
規
定
を
定
式
化
す
る
際
に
参
考
と
さ
れ
た
外
国
法
の
規
律
を
引
き
合
い
に
出
し
、

(
b
)

外
国
に
お
い
て
争
い
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
規
定
を
解
釈
す
る
際
に
判
例
・
学
説
が
い
か
な
る
結
論
を
得
て
い
る
の
か
を
考
慮
し
、

(
C
)

さ
ら
に
は
、
関
連
す
る
諸
々
の
国
内
法
秩
序
の
比
較
通
覧
か
ら
明
ら
か
と
な
る
一
般
的
法
原
則
を
探
求
す
る
こ
と
を
通
じ
て
規
定
の
欠
依
を

(
出
)

補
充
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
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説

「
法
統
こ
を
め
ざ
す
試
み
は
、
国
家
を
超
え
た
諸
原
則
へ
の
統
合
に
よ
っ
て
、
諸
々
の
国
内
法
秩
序
の
違
い
を
、
望
ま
し
く
か
っ

可
能
な
限
り
で
除
去
し
、
均
一
化
す
る
企
図
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
国
内
法
レ
ベ
ル
で
共
通
の
も
の
に
つ
い
て
は
統
一
法
へ
と
採

用
さ
れ
、
国
内
法
レ
ベ
ル
で
相
違
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
で
最
良
の
も
の
が
統
一
制
定
法
へ
と
採
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
法
比

較
か
ら
獲
得
さ
れ
た
新
し
い
規
範
(
現
存
し
て
い
る
ど
の
解
決
よ
り
も
優
れ
て
い
て
、
よ
り
実
用
性
に
富
ん
だ
も
の
)
が
統
一
制
定
法
で
採

(ロ)

用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
調
整
が
図
ら
れ
る
。

③ 

論

④
 

質
法
が
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
軽
減
・
回
避
で
き
、
裁
判
官
が
紛
争
解
決
に
あ
た
っ
て
「
統
一
法
」
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
商
人
に
と
っ
て

(
お
)

は
予
見
可
能
性
と
高
め
ら
れ
た
法
的
安
定
性
を
確
保
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
か
ら
は
、
「
共
通
私
法
」
に
臨
む
ケ
ッ
ツ
の
立
場
|
|
同
時
に
、
法
教
義
学
に
対
す
る
比
較
法
学
の
優
位
を
説
く
ケ
ツ

「
共
通
私
法
」
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
的
取
引
が
法
的
に
容
易
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
諸
国
の
圏
内
実

ツ
の
立
場
ー
ー
が
明
ら
か
と
な
る
。
「
[
比
較
法
の
手
法
で
]
検
討
さ
れ
た
各
国
内
法
秩
序
で
採
用
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
解
決
を
、
こ
れ
ら

国
内
法
秩
序
の
す
べ
て
の
体
系
的
諸
概
念
か
ら
解
放
す
る
。
そ
し
て
、
単
に
国
内
法
の
法
教
義
学
的
か
さ
ぶ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
そ
れ
ら

の
解
決
か
ら
取
り
払
い
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
時
々
の
生
活
の
需
要
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
機
能
的
視
点
の
も
と
で
、
そ
れ
ら
の
解
決
を
見
つ
め

(
鈍
)

る
」
。
こ
の
意
味
で
、
ケ
ツ
ツ
に
よ
れ
ば
、
解
決
を
求
め
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
は
、
情
け
容
赦
な
く
、
囲
内
法
体
系
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ

(
お
)

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
比
較
法
が
法
教
義
学
的
体
系
思
考
の
空
虚
さ
を
示
し
、
独
自
の
新
た
な
体
系
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
説
き
、
か
っ
、
比
較
法
に
よ
り
、
生
活
の
需
要
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
事
実
関
係
的
か
つ
機
能
関
係
的
な
体
系
が
構
築
さ
れ

(
お
)

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
点
で
、
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
に
通
ず
る
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ッ
ツ
の
分
析
は
、
探
求
さ
れ
た

事
実
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
「
共
通
私
法
」
の
機
能
的
体
系
の
中
で
法
教
義
学
の
意
義
と
役
割
を
|

B

か
か
る
法
体
系
の
中
で
の
ド
グ
マ
の

(
幻
)

承
認
と
と
も
に

l
l
結
果
的
に
認
め
ざ
る
を
得
な
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
点
、
し
か
も
、
自
ら
が
支
持
す
る
法
準
則
の
正
当
性
を
い
わ
ゆ
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る
「
法
と
経
済
学
」
の
思
考
様
式
に
よ
っ
て
担
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、

ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
の
比
較
私
法
方
法
論
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
る
。2 

機
能
的
比
較
私
法
の
方
法
論
に
対
す
る
批
判

(
1
)
 
デ
レ
に
よ
る
批
判

法
教
義
学
と
の
対
極
で
比
較
法
を
捉
え
、
実
践
的
・
機
能
的
契
約
法
に
資
す
る
機
能
的
比
較
法
を
提
唱
す
る
ケ
ツ
ツ
の
視
点
は
、
周
知
の

(
犯
)

よ
う
に
、
彼
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
既
に
ラ

l
ベ
ル
(
周
忌
巳
)
、
ラ
イ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン

(
E
E
E
E
D
)
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト

(
N当

aE

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

加
刊
誌
)
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ケ
ツ
ツ
の
理
論
は
、
こ
の
流
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
機
能
的
比
較
法
を
具
体
的
解

釈
学
に
お
い
て
実
践
す
べ
く

l
i
同
時
に
法
教
義
学
を
解
釈
論
レ
ベ
ル
で
否
定
す
べ
く
1
1
1
「
契
約
法
共
通
教
科
書
」
の
作
成
に
向
か
っ

た
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
比
較
法
論
者
に
な
い
特
徴
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
比
較
法
を
機
能
的
か
つ
反
教
義
学
的
な
方
法
と
し
て
法
教
義
学
と
の
対
極
で
位
置
づ
け
る
立
場
に
対
し
て
は
、
既
に
ツ
ヴ
ア

(
ぬ
)

イ
ゲ
ル
ト
の
主
張
が
な
さ
れ
た
頃
か
ら
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
法
教
義
学
擁
護
の
立
場
か
ら
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
の
見
解
に
対

(ω) 

し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
た
点
で
重
要
な
も
の
と
し
て
、
デ
レ

(ogo)
の
見
解
が
あ
る
。

ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
は
、
法
教
義
学
と
比
較
法
の
正
し
い
関
係
を
看
過
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
ま
ず
、
「
法
教
義
学
」

と
は
何
か
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
は
、
「
法
教
義
学
」
と
「
概
念
法
学
」
と
を
少
な
か
ら
ず
同
一
視
し
て
い
る
。
し
か

し
、
正
し
く
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
法
教
義
学
は
、
論
理
的
に
矛
盾
の
な
い
結
論
を
獲
得
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
あ
ら
か
じ
め
形
成
さ
れ
た

概
念
を
用
い
て
遊
戯
を
行
な
う
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
る
。
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
が
、
有
害
か
つ
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
法

教
義
学
を
挙
げ
、
そ
れ
に
代
わ
り
得
る
唯
一
の
考
察
方
法
と
し
て
比
較
法
を
推
奨
す
る
と
き
、
論
者
は
、
法
教
義
学
の
重
要
性
を
看
過
し
て

デ
レ
に
よ
れ
ば
、
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説

い
る
。
特
定
の
法
的
な
意
味
連
闘
を
解
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
法
準
則
を
獲
得
す
べ
く
、
法
的
認
識
を
得
る
た
め
の
努
力
が
な
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
は
、
ど
こ
で
も
、
法
教
義
学
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
こ
で
の
法
的
認
識
を
得
る
た
め
の
努
力
は
、
発
見
さ
れ
た
帰

論

結
が
で
き
る
限
り
広
い
範
囲
で
合
理
的
か
つ
形
式
論
理
的
な
検
証
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

正
し
く
理
解
さ
れ
た
法
教
義
学
は
、
正
し
い
判
断
を
導
く
た
め
に
判
断
過
程
を
合
理
化
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
法
教
義
学
の
作
業
に
お
い
て
、
決
定
的
な
の
は
、
法
論
理
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
考
慮
の
上
で
法
準
則
と
そ
の
帰
結
を
探
求
す
る

(
引
)

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
デ
レ
の
立
場
か
ら
は
、
法
教
義
学
は
、
法
的
認
識
を
得
る
の
に
資
す
る
そ
の
他
の
手
法
(
法
社
会
学
、
法
史
学
、
比
較
法
)

に
対
し
て
排
他
的
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
対
置
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
。
た
い
て
い
の
場
合
は
複
数
の
手
法
が
複
合
的
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
決
定
的
な
評
価
視
点
が
何
で
あ
る
か
に
従
っ
て
、
あ
る
手
法
が
他
の
手
法
を
強
め
た
り
、
弱
め
た
り
す
る
こ

(
必
)

と
が
あ
り
得
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
認
識
を
概
念
に
置
き
換
え
、
社
会
的
目
的
を
論
理
的
一
貫
性
に
置
き
換
え

よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
法
教
義
学
的
方
法
の
排
他
的
利
用
が
危
険
で
あ
る
こ
と
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
い
(
法
教
義
学
の
濫
用
)
。
し
か
し
、

方
法
の
濫
用
は
、
法
教
義
学
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
な
く
、
す
べ
て
の
方
法
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
法
政

策
も
し
く
は
法
の
改
良
(
た
と
え
ば
、
製
造
物
責
任
に
お
け
る
厳
格
責
任
の
導
入
)
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
原
因
と
し
て
法
教

義
学
が
責
め
を
負
わ
さ
せ
る
と
き
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
、
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
我
々
の
法
秩
序
に
お
い
て
現
在
妥
当

し
て
い
る
法
的
要
請
」
・
法
律
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
ー
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
切
り
崩
さ
れ
る
べ
き
1

1

ド
グ
マ
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
法

(
M
M
)
 

教
義
学
の
方
法
な
の
で
は
な
い
。

デ
レ
は
、
「
比
較
法
は
、
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
規
範
的
な
力
の
ゆ
え
に
、
園
内
で
直
接
に
利
用
可
能
な
帰
結
を
提
供
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
」
と
問
い
か
け
る
。
デ
レ
に
よ
れ
ば
、
「
自
国
法
」
に
欠
紋
が
あ
り
、
解
釈
に
よ
る
法
的
処
理
が
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

さ
ら
に
、
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望
ま
し
い
帰
結
を
得
る
に
あ
た
っ
て
比
較
法
は
有
用
な
道
具
で
あ
り
得
る
し
、
こ
の
帰
結
を
教
義
学
的
に
説
得
力
を
も
っ
て
基
礎
づ
け
る
た

め
に
も
有
用
な
道
具
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
な
じ
み
の
な
か
っ
た
意
味
連
関
l
1
4
し
か
し
、
こ
れ
自
体
は
「
体
系
的
」
で
あ
り
、
か
っ
「
教

義
学
的
」
な
の
で
あ
る
!
ー
や
解
決
に
対
し
て
目
を
聞
か
せ
る
た
め
の
も
の
と
し
て
、
比
較
法
は
十
分
に
機
能
を
発
揮
す
る
。
こ
う
し
て
、

我
々
は
、
「
自
国
法
」
の
適
用
の
際
、
ま
た
は
立
法
に
よ
る
「
自
国
法
」
の
改
良
に
よ
り
、
合
理
的
な
結
果
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
比

較
法
の
機
能
と
可
能
性
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
に
は
、
比
較
法
は
、
法
教
義
学
と
衝
突
し
な
い
。
む
し
ろ
、
法
教
義
学
的
基
礎
を
放

棄
す
る
こ
と
な
く
、
比
較
法
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
法
教
義
学
を
抜
き
に
し

た
本
来
的
な
法
的
理
解
な
ど
、
考
え
ら
れ
な
い
。
正
義
を
実
現
す
る
機
会
は
、
意
味
論
的
な
骨
格
が
で
き
る
だ
け
高
度
に
担
保
さ
れ
る
限
り

で
、
法
教
義
学
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
る
。
法
教
義
学
は
合
理
的
な
意
味
連
関
の
解
明
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
比
較
法
は
、

(
M
H
)
 

視
野
を
広
げ
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
法
教
義
学
の
た
め
に
(
も
)
解
決
可
能
性
お
よ
び
法
的
認
識
可
能
性
の
拡
張
に
資
す
る
の
で
あ
る
。

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

カ
ナ
l
リ
ス
に
よ
る
批
判

法
教
義
学
の
立
場
か
ら
の
批
判
と
し
て
は
、
最
近
で
は
、
カ
ナ
l
リ
ス
(
の

B
Eと
か
ら
、
個
別
事
件
関
係
的
な
実
用
主
義
的
考
量
に

裏
う
ち
さ
れ
た
機
能
主
義
的
比
較
法
を
提
唱
し
て
囲
内
法
の
ド
グ
マ
に
結
び
つ
い
た
法
教
義
学
を
批
判
す
る
ケ
ッ
ツ
の
見
解
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

(
必
)

に
し
、
彼
の
見
解
に
お
い
て
は
法
教
義
学
に
対
す
る
不
当
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
厳
し
い
反
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
l
リ
ス

か
ら
ケ
ツ
ツ
に
対
す
る
批
判
の
骨
子
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ナ

1
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
法
教
義
学
(
「
『
よ
い
』
法
教
義
学
」
。
以
下
、
こ
の
意
味
で
用
い
る
)
は
、
現
在
妥
当
し
て
い
る
法

(
m
m
z
g
a
g
m
R
Z
)
と
そ
の
適
用
に
関
係
し
て
い
る
。
法
教
義
学
的
作
業
の
際
に
は
、
現
在
妥
当
し
て
い
る
法
が
原
則
と
し
て
当
然
の
前

提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
妥
当
し
て
い
る
」
実
定
法
と
の
「
適
用
」
面
で
の
関
連
こ
そ
が
、
法
教
義
学
が
法
哲
学
、
法
社
会
学
、

北法51(2・15)389
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説

法
史
学
、
比
較
法
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
も
ち
ろ
ん
、
立
法
作
業
が
問
題
と
な
る
場
合
に
も
、
不
必
要
な
誤
り
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、

法
教
義
学
的
基
礎
の
も
と
に
立
法
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
、
法
教
義
学
は
法
政
策
的
側
面
を
も
視
野
に
入
れ
、
法

(
M叩
)

の
改
良
に
貢
献
し
て
い
る
)
。

論

こ
の
よ
う
な
法
教
義
学
は
、
現
在
妥
当
し
て
い
る
法
を
適
用
す
る
際
の
合
理
的
理
由
づ
け
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
選
択
さ
れ
た
決

定
を
合
理
的
に
検
証
す
る
た
め
の
手
続
を
担
う
。
な
さ
れ
た
決
定
を
よ
り
一
般
的
な
連
関
へ
と
繋
げ
、
他
の
問
題
解
決
へ
の
関
連
づ
け
の
中

で
当
該
決
定
の
正
し
さ
を
体
系
的
・
理
論
的
に
検
証
す
る
の
が
、
法
教
義
学
で
あ
る
。
そ
の
際
、
法
教
義
学
も
、
理
論
と
問
題
解
決
と
の
聞

を
分
離
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
結
果
と
の
関
連
性
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
実
問
題
指
向
的
か
つ
機
能
的
な
比
較
法
の
反
対
の
極
に

あ
る
も
の
と
し
て
法
教
義
学
を
置
く
の
は
失
当
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
法
的
生
活
の
現
実
に
適
合
し
な
い
も
の
と
し
て
法
教
義
学
を
批
判
す
る

ケ
ツ
ツ
に
お
い
て
こ
そ
、
(
と
り
わ
け
、
ケ
ツ
ツ
が
各
所
で
「
判
例
の
実
際
の
帰
結
に
は
少
し
も
疑
い
を
抱
か
れ
な
い
」
と
言
う
と
き
に
)

法
教
義
学
的
基
礎
が
欠
け
て
い
る
。
殊
に
、
ケ
ッ
ツ
が
法
教
義
学
を
批
判
す
る
際
に
挙
げ
る
例
に
お
い
て
真
に
問
題
な
の
は
、
(
該
当
例
に

お
い
て
ケ
ッ
ツ
の
批
判
す
る
学
説
・
理
論
が
選
択
し
た
)
結
果
そ
れ
自
体
が
現
実
に
適
合
し
て
い
な
い
点
で
あ
っ
て
、
法
教
義
学
の
方
法
が

(
灯
)

批
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
。

か
え
っ
て
、
ケ
ツ
ツ
の
よ
う
に
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
ま
ず
囲
内
法
ド
グ
マ
の
体
系
か
ら
「
純
化
」
し
、
次
に
別
の
概
念
を
用
い
て

当
該
問
題
を
描
写
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
難
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
機
能
的
な
法
比
較
の
結
果
と
し
て
、
国
内
法
へ
の
不
当
な

(
必
)

干
渉
と
な
り
か
ね
な
い
専
門
用
語
や
体
系
が
生
み
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
法
教
義
学
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
企
図
し
て
、
問
題
と

問
題
解
決
を
圏
内
実
定
法
体
系
か
ら
「
情
け
容
赦
な
く
解
放
」
す
る
こ
と
も
、
疑
問
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
あ
る
問
題
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て

孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
は
、
他
の
諸
問
題
と
関
連
づ
け
ら
れ
あ
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

法
律
家
は
、
大
抵
、
問
題
と
問
題
解
決
と
の
複
合
体
を
扱
う
。
そ
の
複
合
体
の
全
体
を
見
通
し
て
は
じ
め
て
(
す
な
わ
ち
、
派
生
的
な
諸
問
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題
や
当
該
法
秩
序
の
守
備
範
囲
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
隣
接
諸
問
題
を
知
つ
て
は
じ
め
て
て
あ
る
問
題
の
解
決
を
す
る
に
あ
た
り
根
拠
あ
る

的
確
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
連
聞
を
表
わ
す
こ
と
が
、
法
教
義
学
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
な
使
命

で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
問
題
と
そ
の
解
決
と
を
法
教
義
学
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
切
り
離
し
、
ケ
ッ
ツ
の
言
う
意
味
で
国
内
実
定
法
体
系
か

(ω) 

ら
の
「
情
け
容
赦
の
な
い
解
放
」
を
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
、
正
確
さ
を
著
し
く
失
う
と
い
う
代
償
を
は
ら
っ
て
し
か
達
成
で
き
な
い
。

法
教
義
学
者
が
自
国
法
に
明
確
に
規
律
さ
れ
て
い
な
い
諸
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
の
助
言
を
比
較
法
に
捜
し
求
め
る
と
き
、
そ
こ
で
望
ま
れ

て
い
る
の
は
、
国
内
実
定
法
体
系
か
ら
の
「
情
け
容
赦
の
な
い
解
放
」
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
解
釈
学
的
連
関
と
問
題
群
の
複
合
体
の
全

貌
を
一
瞥
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
比
較
法
に
あ
た
っ
て
は
、
比
較
さ
れ
る
べ
き
問
題
解
決
に
対
す
る
(
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
固

(
閃
)

有
の
)
法
治
国
家
的
作
用
と
文
化
的
前
提
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

次
節
へ
の
架
橋

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

こ
の
よ
う
な
中
で
、
と
り
わ
け

E
一
で
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
に
対
す
る
評
価
の
上
に
、
ケ
ツ
ツ
が
そ
れ
を
具
体
的
す
る
作
業
と
し

て
世
に
送
り
出
し
た
の
が
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
内
容
面
で
の
特
徴
を
略
説
し
て
、
若
干
の
問
題
点
の

指
摘
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
、
こ
の
本
を
ケ
ッ
ツ
が
「
研
究
書
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
ド
イ
ツ
の
法
学
部
学
生
向

け
の
教
科
書
」
と
し
て
著
し
た
点
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

ケ
ツ
ツ
は
、
彼
の
理
想
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
へ
向
け
た
比
較
法
学
の
大
き
な
役
割
の
一
つ
と
し
て
、
若
い
法
律
家
の
教
育
と
い

う
事
柄
を
夙
に
強
調
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
す
る
基
礎
の
上
に
修
養
を
積
み
、
そ
の
基
礎
の
上
で
考
え
、
議
論
す
る
こ
と
が
で
き

(
日
)

る
法
律
家
の
養
成
に
重
き
を
置
い
て
比
較
法
教
育
を
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
視
点
の
も
と
で
、
若
い
法
律
家
に
、
国
内
法
の
ド
グ
マ
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説

へ
の
盲
信
の
危
険
性
を
自
覚
さ
せ
て
、
ド
イ
ツ
の
現
行
法
の
改
善
に
寄
与
さ
せ
る
べ
く
、
法
学
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
‘
そ

論

の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
が
必
要
な
の
だ
と
考
え
、
そ
の
情
熱
が
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
と
な
っ
て
現
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
次
に
、
こ
の
ケ
ツ
ツ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
の
中
で
、
ケ
ッ
ツ
が
何
を
考
え
、
ど
の
よ
う
な
構
想
を
示
し
て
い
る
の
か

を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
こ
こ
ま
で
触
れ
た
ケ
ツ
ツ
の
比
較
私
法
方
法
論
、
よ
り
正
し
く
は
「
共
通
私
法
方
法
論
」
が
、
こ
れ

か
ら
略
説
す
る
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
の
中
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
、
方
法
論
と
具
体
的
実
践
と
の
聞
に
何
か
組
簡
は
な

い
の
か
と
い
う
意
識
と
問
題
関
心
を
持
っ
て
、
同
書
の
構
想
に
臨
む
の
が
有
益
で
あ
る
。

皿

ケ
ッ
ツ
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
」

の
概
要

緒
論

ケ
ツ
ツ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
は
、
第
一
部
「
契
約
の
締
結
、
有
効
性
お
よ
び
内
容
」
と
、
第
二
部
「
契
約
へ
の
第
三
者
の
関
与
」

と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
第
二
部
に
つ
い
て
は
、
国
際
比
較
法
百
科
事
典

(
E
8
5邑
S
乱
肘
ロ
♀

n
E宮
島
白
色

D
u
g宮
町
住

g
U
F
〈
♀
・

〈
戸
内
宮
町
宮

2
3
)
に
執
筆
し
た
記
述
内
容
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
部
と
第
二
部
で
は
、
記
述
ス
タ
イ
ル
が
若
干
違
う
。
第
一
部

で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」
へ
向
け
た
ケ
ツ
ツ
の
個
性
が
強
烈
に
現
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
部
で
は
制
度
の
発
展
の
歴
史
と
各

国
の
国
内
法
秩
序
の
現
状
を
客
観
的
に
描
写
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
(
そ
れ
で
も
、
第
二
部
に
お
い
て
も
個
性
の
あ
る
鮮
烈
な

(
臼
)

主
張
が
並
ぶ
の
が
、
こ
の
本
の
特
徴
と
言
え
る
)
。
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第
一
部
「
契
約
の
締
結
、
有
効
性
お
よ
び
内
容
」

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

第
一
章
は
、
「
契
約
法
の
理
論
と
実
務
」
を
扱
う
。
こ
こ
で
は
、
契
約
法
の
基
礎
理
論
に
か
か
わ
る
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
契
約
制
度

の
確
立
過
程
か
ら
、
私
的
自
治
原
則
・
約
束
原
理
と
福
祉
国
家
論
に
基
づ
く
そ
の
修
正
の
動
き
、
さ
ら
に
関
係
的
契
約
理
論
ま
で
を
射
程
に

入
れ
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
ケ
ッ
ツ
は
、
な
ぜ
、
法
秩
序
は
、
契
約
の
締
結
を
許
し
、
か
つ
契
約
の
拘
束
力
を
認
め
る
の
か
と
問
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対

す
る
解
答
を
次
の
点
に
見
出
す
。
「
契
約
は
、
社
会
全
体
の
効
用
を
増
大
さ
せ
る
」
。
契
約
を
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
欲
求
が
最
大
限
考
慮
さ

れ
、
か
っ
、
こ
れ
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
々
の
利
益
を
最
大
に
高
め
る
よ
う
に
、
現
存
す
る
資
源
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
す
べ
て
を

当
事
者
の
合
意
に
ま
か
せ
ず
に
法
秩
序
が
契
約
に
関
す
る
諸
準
則
を
烹
て
る
の
は
、
当
事
者
が
重
要
な
点
に
関
し
て
合
意
す
る
に
と
ど
め
、

そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
法
秩
序
を
信
頼
し
て
欠
鉄
を
補
充
さ
せ
る
こ
と
で
、
当
事
者
の
交
渉
費
用
を
節
約
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
契
約
法
を
用
い
た
リ
ス
ク
と
コ
ス
ト
の
適
切
な
分
配
と
い
う
意
味
で
法
規
定
・
法
準
則
を
位
置
づ
け
る
ケ
ツ
ツ
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

同
時
に
、
ケ
ツ
ツ
は
、
福
祉
国
家
論
に
基
づ
く
契
約
へ
の
パ
タ
l
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
を
疑
問
視
し
、
税
法
や
補
助
金
給
付
に
よ
る
配

(
日
)

分
の
ほ
う
が
福
祉
国
家
論
の
観
点
か
ら
す
る
契
約
へ
の
介
入
よ
り
も
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
と
言
う
。

第
二
章
は
、
「
契
約
交
渉
と
契
約
締
結
」
を
扱
う
。
こ
こ
で
主
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
申
込
・
承
諾
に
関
す
る
ル

l
ル
の
問
題

と
交
渉
破
棄
を
理
由
と
す
る
責
任
の
問
題
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
、
申
込
・
承
諾
に
関
す
る
ル

l
ル
に
つ
い
て
、
ケ
ツ
ツ
は
、
申
込
の
拘
束
力
・
撤
回
、
承
諾
期
間
の
問
題
ほ
か
、
各
国
法
で
相

違
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
随
所
で
ウ
ィ
ー
ン
国
連
動
産
売
買
条
約
の
方
向
を
支
持
す
る
。
こ
れ
と
異
な
る
法
制
・
判
例
理
論
が
採

用
し
て
い
る
法
的
構
成
に
対
し
て
、
個
々
的
に
疑
問
を
示
す
叙
述
が
目
立
つ
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
も
、
交
渉
費
用
の
抑
制
と
市
場
リ
ス
ク



説

の
配
分
の
観
点
か
ら
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
方
向
を
正
当
化
し
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
交
渉
破
棄
の
責
任
に
関
す
る
叙
述
に
至
る
や
、
ケ
ツ
ツ
は
一
転
し
て
、
法
的
構
成
の
違
い

l
l
l
不
法
行
為
か
契
約
責
任
か
、

第
三
の
責
任
か
1

1

を
度
外
視
し
、
諸
国
間
で
の
実
質
的
判
断
要
素
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
。
重
要
な
の
は
信
頼
利
益
賠
償
か
履
行
利
益

(
日
)

賠
償
か
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
大
陸
法
の
裁
判
実
務
に
は
実
践
可
能
で
か
つ
明
確
な
指
標
が
存
在
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
は
、
「
契
約
内
容
の
確
定
性
」
を
扱
う
。
比
較
的
短
い
叙
述
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
特
有
の
厳
格
な
規
律
に

つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
緩
和
傾
向
、
と
り
わ
け
判
例
で
の
民
法
規
定
克
服
努
力
の
叙
述
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
厳
格
な
態

(

片

山

)

度
は
他
の
外
国
法
に
比
べ
て
時
代
遅
れ
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

第
四
章
は
、
「
真
意
性
の
徴
表
」
を
扱
う
。
こ
こ
で
、
ケ
ツ
ツ
は
、
ま
ず
、
約
束
者
が
債
務
負
担
意
思
を
真
意
で
有
す
る
こ
と
の
徴
表
が

必
要
か
を
問
題
提
起
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
合
意
に
加
え
て
コ

l
ズ
を
要
求
し
、
英
米
法
は
約
因
を
要
求
し
て
い
る
。
し

か
し
、
ケ
ツ
ツ
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
コ
l
ズ
概
念
は
、
と
き
に
は
不
要
で
あ
り
(
違
法
な
コ
l
ズ
)
、
と
き
に
は
利
益
衝
突
の
解
決
に
何

の
役
に
も
立
っ
て
い
な
い
(
コ

l
ズ
の
欠
知
を
理
由
と
す
る
双
務
契
約
の
無
効
)
と
し
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
約
因
理
論
も
、
と
き
に
契
約

の
拘
束
力
を
判
断
す
る
際
の
重
要
な
視
点
を
覆
い
隠
す
点
で
有
害
で
あ
る
し
、
不
必
要
な
場
合
す
ら
あ
る
と
す
る
。

次
に
、
ケ
ツ
ツ
は
、
真
意
性
が
特
に
問
題
と
な
る
も
の
と
し
て
、
無
償
契
約
を
取
り
上
げ
る
(
贈
与
約
束
・
寄
付
約
束
・
扶
養
約
束
そ
の

他
の
無
償
取
引
)
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
無
償
契
約
が
有
効
か
に
つ
き
、
約
因
理
論
を
ベ

l
ス
に
考
え
る
イ
ギ
リ
ス
法
と
、
方
式

要
件
を
ベ

l
ス
に
考
え
る
大
陸
法
の
制
度
面
で
の
違
い
を
紹
介
し
た
上
で
、
真
意
性
を
確
証
す
る
方
法
面
で
の
英
米
法
と
大
陸
法
の
表
面
的

(
日
)

な
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
歩
み
寄
り
が
見
ら
れ
る
と
一
言
う
。

"" n岡

第
五
章
は
、
「
方
式
規
定
」
を
扱
う
。
こ
こ
で
は
、
方
式
の
目
的
、
種
類
な
ら
び
に
効
果
に
つ
い
て
、
各
国
法
の
特
徴
を
客
観
的
に
叙
述

す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
と
ら
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
、
判
例
に
お
け
る
方
式
規
定
の
解
釈
の
整
理
に
重
き
を
置
い
た
客
観
的
な
説
明
が
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閉
山
)

な
さ
れ
て
い
る
。

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

第
六
章
は
、
「
行
為
能
力
」
を
扱
う
。
ケ
ッ
ツ
は
、
未
成
年
者
に
と
っ
て
有
益
な
契
約
に
つ
き
、
そ
の
処
理
技
術
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
と

フ
ラ
ン
ス
の
相
違
を
紹
介
し
た
上
で
、
し
か
し
、
未
成
年
者
の
な
し
た
日
常
生
活
上
の
取
引
が
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
っ
て
、
未
成
年
者
が

経
済
的
不
利
益
を
受
け
る
と
主
張
す
る
側
が
そ
の
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
は
両
者
は
歩
み
寄
っ
て
い
る
と
す
る
。

ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
、
未
成
年
者
が
利
益
の
み
を
取
得
す
る
契
約
や
些
細
な
日
常
生
活
上
の
取
引
は
有
効
だ
と
し
て
い
る
と
き

E10

し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
系
で
は
、
未
成
年
者
に
と
っ
て
独
自
の
利
益
が
あ
る
契
約
に
つ
き
、
一
般
的
に
は
未
成
年
者
の
両
親
の
同
意
ま
た
は
追

認
し
た
契
約
の
み
が
有
効
だ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ケ
ツ
ツ
は
、
こ
れ
で
は
若
者
の
独
立
性
も
誠
実
な
契
約
相
手
方
の
利
益
も
十
分
配
慮
し

て
さ
れ
て
い
な
い
点
で
適
切
で
な
い
と
す
る
。
そ
の
他
、
契
約
相
手
方
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
ケ
ッ
ツ
は
、
違
い
は
違
い
と
し
て
、
各

(
路
)

国
法
の
客
観
的
な
紹
介
に
徹
し
て
い
る
。

第
七
章
は
、
「
契
約
の
解
釈
」
を
扱
う
。
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
特
徴
の
あ
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
は
、
契
約
解
釈
に
お
け
る
意
思
主
義
と
表
示
主
義
の
対
立
は
、
今
日
で
は
も
は
や
実
際
的
な
意
味
を
有
し
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
当
事
者
が
契
約
上
の
拘
束
を
意
欲
し
な
け
れ
ば
契
約
は
成
立
し
な
い
が
、
他
方
で
、
意
思
は
表
示
さ
れ
て
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
効
果
が

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ケ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
重
要
な
の
は
表
示
が
社
会
的
行
為
で
あ
り
、
合
理
的
な
名
宛
人
が
受
け
取
る
意
味
に
即

し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
第
三
者
の
信
頼
を
裏
切
ら
な
い
解
釈
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
は
、
多
く
の
法
典
は
解
釈
準
則
を
条
文
化
し
て
い
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
諸
国
は
不
明
瞭
解
釈
準
則
ほ
か
、
詳
細
な
解
釈
準

則
を
有
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
ケ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
準
則
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

な
い
の
で
あ
っ
て
、
結
果
を
正
当
化
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
の
印
象
が
強
い
と
さ
れ
、
解
釈
準
則
の
迂
回
路
を
通
ら
な
い
内
容

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
優
位
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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そ
の
三
は
、
付
随
義
務
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。
ケ
ツ
ツ
に
よ
れ
ば
、
契
約
上
の
付
随
義
務
の
成
否
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
当
事
者
の

意
思
で
な
く
、
そ
う
し
た
義
務
の
設
定
が
合
理
的
な
リ
ス
ク
分
配
の
た
め
に
必
要
か
ど
う
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
と
き
契
約
責
任
か
不

(ω) 

法
行
為
責
任
か
は
技
術
的
な
問
題
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
重
要
で
は
な
い
と
言
う
。

第
八
章
は
、
「
契
約
自
由
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
を
扱
う
。

ま
ず
、
ケ
ッ
ツ
は
、
賃
借
入
保
護
・
労
働
者
保
護
・
消
費
者
保
護
の
例
を
挙
げ
て
、
強
行
規
定
に
よ
っ
て
内
容
を
規
制
さ
れ
た
契
約
に
言

及
す
る
。
そ
の
際
、
ケ
ツ
ツ
は
、
規
制
さ
れ
た
契
約
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
経
済
的
優
位
者
に
よ
る
不
利
益
の
押
し
つ
け
の
危
険
を
避
け
る

た
め
に
契
約
自
由
を
制
限
し
て
、
社
会
的
正
義
を
実
現
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
説
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
契
約
自
由
の
制
限
に
伴
う

コ
ス
ト
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
特
に
、
事
業
者
が
規
制
に
伴
う
コ
ス
ト
の
上
昇
を
価
格
に
転
嫁
で
き
な
い
と
き
に
は
、
事
業
者
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
抑
制
す
る
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
弱
者
保
護
を
一
面
的
に
強
調
す
る
の
は
お

員命

ろ
か
で
あ
る
と
も
一
一
百
う
。

つ
い
で
、
ケ
ツ
ツ
は
、
不
公
正
な
契
約
の
問
題
に
言
及
す
る
。
ケ
ツ
ツ
は
、
単
に
給
付
の
不
均
衡
だ
け
で
契
約
を
無
効
と
す
れ
ば
市
場
の

需
給
調
整
機
能
が
間
害
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
追
加
的
な
要
件
が
必
要
な
の
だ
が
、
立
法
者
は
、
た
と
え
ば
良
俗
違
反
だ
と
か
、
非
良
心
性
だ

と
か
、
状
況
の
濫
用
だ
と
か
、
交
渉
力
の
不
均
衡
と
い
っ
た
一
般
的
定
式
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
と
し
、
実
際
の
適
用
に
際
し
て

は
、
事
件
類
型
ご
と
に
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。

さ
ら
に
、
ケ
ツ
ツ
は
、
不
公
正
な
契
約
条
項
の
問
題
に
も
触
れ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
契
約
条
項
が
不
適
切
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
立
法
者

も
裁
判
官
も
、
あ
る
程
度
不
確
定
概
念
を
用
い
て
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
一
般
的
に
は
、
契
約
上
の
リ
ス
ク
は
、
よ
り
安
価
な
費

用
で
そ
れ
を
回
避
で
き
る
か
、
よ
り
少
な
い
費
用
で
保
険
を
か
け
る
な
ど
し
て
自
衛
で
き
る
当
事
者
の
負
担
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
ま

た
、
個
々
の
当
事
者
が
条
項
の
無
効
を
主
張
で
き
る
だ
け
で
は
、
コ
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
て
無
効
主
張
を
す
る
行
動
に
出
な
い
顧
客
が
い
る
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こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
不
当
な
条
項
を
使
い
つ
づ
け
る
業
者
が
あ
る
た
め
、
不
当
条
項
を
根
絶
で
き
な
い
と
し
て
、
予
防
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

(ω) 

の
必
要
性
を
説
く
。
そ
の
他
、
行
政
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
刑
事
制
裁
、
団
体
訴
訟
の
可
能
性
等
を
も
示
唆
す
る
。

第
九
章
は
、
「
法
律
違
反
と
良
俗
違
反
」
を
扱
う
。
第
四
章
と
共
通
す
る
内
容
が
多
い
が
、
こ
こ
で
ケ
ツ
ツ
は
、
「
当
事
者
の
真
意
に
基
づ

き
合
意
で
あ
っ
て
も
、
法
律
に
反
し
た
り
、
公
序
良
俗
に
反
し
た
契
約
は
無
効
で
あ
る
」
と
の
一
般
命
題
を
支
持
す
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
は
不
法
の
コ

l
ズ
理
論
に
よ
っ
て
問
題
を
処
理
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
の
コ

l
ズ
は
目
的
や
動
機
を
含
ん
だ
処
理
を
し
て
お

(
日
)

り
、
コ

l
ズ
概
念
の
有
益
性
は
疑
問
で
あ
る
と
す
る
。

第
一

O
章
は
、
「
錯
誤
」
を
扱
う
。
こ
こ
で
、
ケ
ツ
ツ
は
、
ロ
ー
マ
法
か
ら
現
在
ま
で
続
く
錯
誤
理
論
の
展
開
を
見
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
法
秩
序
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
錯
誤
取
消
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
き
多
様
な
視
点
を
用
い
て
い
て
、
そ
こ
に
混
乱
す
ら
見
ら
れ
る
と
い

う
点
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
秩
序
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
、
一
方
当
事
者
の
意
思
に

理
戒
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
錯
誤
主
張
が
認
め
ら
れ
ず
、
相
手
方
の
信
頼
保
護
・
取
引
の
安
全
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
と
言
、
っ
。
こ
の
と
き
、
ケ
ッ
ツ
は
、
「
本
質
的
錯
誤
と
人
の
錯
誤
、
動
機
錯
誤
、
物
の
価
値
に
つ
い
て
の
錯
誤
」
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な

伝
統
的
な
錯
誤
の
分
類
で
は
、
こ
の
、
契
約
の
有
効
性
を
信
頼
し
た
相
手
方
の
利
益
が
錯
誤
の
主
張
に
屈
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
理

由
を
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
批
判
す
る
。

そ
の
上
で
、
ケ
ツ
ツ
は
、
伝
統
的
な
錯
誤
の
分
類
に
代
わ
る
視
点
と
し
て
、
「
錯
誤
主
張
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
契
約
に
お
い
て
い
ず

れ
の
当
事
者
が
リ
ス
ク
を
負
担
す
べ
き
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
の
見
方
を
提
示
す
る
。
リ
ス
ク
が
両
当
事
者
に
平
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る

か
、
ま
た
は
錯
誤
相
手
方
に
配
分
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
錯
誤
主
張
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
と
し
て
、
ケ
ツ

ツ
は
、
相
手
方
が
錯
誤
を
現
に
認
識
し
て
い
た
場
合
、
相
手
方
に
錯
誤
是
正
義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
場
合
、
相
手
方
が
錯
誤
者
の
錯
誤
を
惹

(
臼
)

起
し
た
場
合
、
契
約
の
基
礎
と
な
る
事
情
に
つ
い
て
共
通
錯
誤
が
あ
る
場
合
を
あ
げ
る
。
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説

第
一
一
章
は
、
「
詐
欺
・
強
迫
」
を
扱
う
。
こ
こ
で
、
と
り
わ
け
ケ
ツ
ツ
の
叙
述
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
の
は
、
必
要
な
説
明
を
し
な
い

こ
と
に
よ
る
詐
欺
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ケ
ツ
ツ
に
よ
れ
ば
、
沈
黙
は
説
明
義
務
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
詐
欺
と
な
り
う
る
の
だ
が
、
ど

の
よ
う
な
場
合
に
説
明
義
務
が
生
じ
る
か
は
、
各
国
の
法
典
も
判
例
の
一
般
命
題
も
ほ
と
ん
ど
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
な
い
。
そ
こ
で
、

説
明
義
務
の
「
正
し
い
位
置
づ
け
」
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
ケ
ッ
ツ
は
、
情
報
ア
ク
セ
ス
の
た
め
の
コ
ス
ト
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
、
相
手
方
よ
り
も
情
報
面
で
優
位
に
立
つ
と
い
う
だ
け
で
説
明
義
務
が
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
を
出
発
点
に
置
く
。
自

由
競
争
経
済
社
会
の
も
と
で
の
法
規
範
は
、
情
報
収
集
に
努
力
し
た
者
が
報
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
努
力
や
教
育
・
経
験
な
ど

に
よ
っ
て
得
た
情
報
を
相
手
方
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
努
力
を
無
に
す
る
よ
う
な
義
務
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
情
報
収
集
の
た
め
努
力
す
る
よ
う
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
説
明
義
務

が
成
り
立
つ
の
は
、
情
報
の
取
得
が
偶
然
に
よ
る
場
合
で
あ
る
か
、
ま
た
は
相
手
方
よ
り
も
著
し
く
小
さ
な
コ
ス
ト
で
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で

(
臼
)

き
る
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

論

第
二
部
「
契
約
へ
の
第
三
者
の
関
与
」

第
二
一
章
は
、
「
代
理
」
を
扱
う
。
最
初
に
、
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
の
概
観
が
来
る
。
大
陸
法
の
直
接
代
理
の
制
度
は
契
約
を
当
事
者

自
治
の
思
想
か
ら
基
礎
づ
け
る
自
然
法
に
由
来
す
る
と
し
、
「
本
人
の
名
で
契
約
を
締
結
す
る
」
権
限
を
付
与
し
た
点
に
代
理
の
根
拠
が
認

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
、
本
人
の
名
を
取
引
相
手
方
に
明
示
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
委
任
者
で
あ
る
本
人
に

効
果
が
生
じ
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
大
陸
法
に
見
ら
れ
る
代
理
制
度
の
特
徴
だ
と
言
え
る
と
す
る
。
こ
こ
で
、
ケ
ツ
ツ
は
、
「
本
人
の

名
前
を
示
し
て
代
理
人
が
行
為
し
た
か
」
、
そ
れ
と
も
「
自
分
の
名
前
で
行
為
し
た
か
」
で
厳
密
に
区
別
す
る
の
が
正
当
な
の
か
は
き
わ
め
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て
疑
わ
し
い
と
言
う
。
と
い
う
の
も
、
ケ
ツ
ツ
に
よ
れ
ば
お
受
任
者
が
本
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
限
を
逸
脱
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
受
任

者
は
本
人
の
利
益
と
計
算
で
、
し
か
も
受
け
た
指
図
の
枠
内
で
活
動
し
て
い
る
の
だ
し
、
当
事
者
が
追
求
す
る
経
済
的
目
的
も
同
じ
だ
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ケ
ッ
ツ
は
、
大
陸
法
が
採
っ
て
い
る
よ
う
な
区
別
は
維
持
で
き
ず
、
ど
っ
ち
の
名
前
で
行
為
し
た
の
で
あ
れ
経
済
的
機

能
は
同
じ
だ
と
言
い
、
自
ら
の
代
理
理
解
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
英
米
法
の
エ

i
ジ
エ
ン
シ
l
の
制
度
を
挙
げ
る
。
エ

l
ジ
ェ
ン
シ
ー

の
制
度
は
、
お
よ
そ
「
あ
る
人
」
が
「
他
人
の
委
任
に
よ
っ
て
」
「
他
人
の
利
益
の
た
め
に
」
第
三
者
と
取
引
関
係
に
入
る
と
い
う
観
点
か

ら
代
理
の
問
題
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
、
当
事
者
の
追
及
す
る
経
済
的
目
的
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
適
切
で
あ
る
と

評
価
す
る
の
で
あ
る
。

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

こ
の
関
連
で
、
非
顕
名
代
理
(
間
接
代
理
)
に
つ
い
て
、
ケ
ツ
ツ
は
、
本
人
と
第
三
者
の
関
係
を
と
り
あ
げ
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
陸
法
の
違
い
を
指
摘
す
る
。
本
人
の
た
め
の
直
接
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
第
三
者
か
ら
本
人
に
契
約
上
の
権
利
主
張
が
で
き
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
も
、
ケ
ッ
ツ
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
好
意
的
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
「
第
三
者
の
給
付
に
よ
っ
て
恩
恵
に
あ
ず
か
る
べ
き

は
本
人
だ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
本
人
の
た
め
の
直
接
請
求
権
を
正
当
化
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
「
代
理
人
無
資
力
の
場
合
に
つ
き
、
契

約
相
手
方
を
害
す
る
危
険
を
作
り
出
し
た
の
は
本
人
だ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
第
三
者
の
本
人
に
対
す
る
権
利
主
張
を
正
当
化
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
一
九
八
三
年
の
国
際
動
産
売
買
に
お
け
る
代
理
に
関
す
る
条
約
(
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
)
の
立
場
で
も
あ
る
。

そ
の
他
、
ケ
ツ
ツ
は
、
委
任
と
代
理
を
一
個
の
同
一
現
象
と
し
て
扱
う
諸
国
の
法
制
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
委
任
契
約
関
係
と
代

理
権
授
与
関
係
に
関
す
る
準
則
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
な
に
も
そ
の
よ
う
な
峻
別
論
は
ド
イ
ツ
だ
け
で
は
な
い
と
言

う
。
他
方
、
エ

l
ジ
ェ
ン
シ

l
の
制
度
で
は
代
理
権
授
与
に
関
し
て
代
理
権
授
与
に
関
す
る
合
意
が
必
要
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
疑
わ
し
い

と
し
(
本
人
が
第
三
者
に
対
し
て
直
接
に
意
思
を
表
明
す
る
外
部
授
権
の
例
を
想
起
せ
よ
)
、
大
陸
法
の
よ
う
に
本
人
の
意
思
表
示
だ
け
が

要
件
だ
と
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
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説

さ
ら
に
、
法
定
代
理
に
つ
き
、
ケ
ッ
ツ
は
、
英
米
法
で
は
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
観
念
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
英
米
法
で
も
信
託
と
か
、

子
が
訴
訟
を
す
る
場
合
の
「
訴
訟
の
た
め
の
代
理
人
」
の
制
度
な
ど
個
々
の
制
度
で
代
替
さ
れ
、
も
し
く
は
適
切
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る

北法51(2・26)400

論

か
ら
、
実
質
的
に
同
じ
だ
と
説
く
。

ケ
ツ
ツ
は
、
表
見
代
理
に
つ
い
て
も
触
れ
、
各
国
に
お
い
て
各
種
各
様
だ
が
、
ど
の
国
も
二
つ
の
同
じ
要
因
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
と
す

る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
「
代
理
権
の
範
囲
に
つ
い
て
第
三
者
の
信
頼
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
、
「
本
人
が
責
め
に
帰
す
べ
き
方
法

で
外
観
を
作
出
し
た
こ
と
」
で
あ
る
。
ケ
ツ
ツ
は
、
こ
の
二
つ
の
要
因
を
も
と
に
、
第
三
者
が
真
の
事
情
を
解
明
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

る
の
に
要
す
る
費
用
と
外
観
発
生
防
止
に
要
す
る
本
人
の
費
用
と
を
比
較
衡
量
す
る
中
で
、
表
見
代
理
の
成
否
が
決
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と

一
言
う
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
、
「
他
人
よ
り
も
少
な
い
費
用
で
危
険
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
責
任
が
課
さ
れ
る
」
と
の
考
え
方
に
依

(
似
)

拠
し
た
危
険
分
配
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
理
解
が
さ
れ
て
い
る
。

第
二
二
章
は
、
「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
」
を
扱
う
。
こ
こ
で
も
、
ケ
ッ
ツ
は
、
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
の
概
観
か
ら
入
る
。
そ
し

て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
「
契
約
当
事
者
だ
け
が
、
そ
の
契
約
に
基
づ
き
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
原
則
を
立
て
た
上
で
、
お
び

た
だ
し
い
例
外
を
承
認
し
、
今
日
で
は
法
律
に
よ
り
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
が
、
他
方
、
大
陸
法

で
は
、
ロ
!
マ
に
お
い
て
「
法
鎖
」
と
し
て
の
債
務
関
係
の
中
で
第
三
者
固
有
の
訴
権
が
認
め
ら
れ
始
め
た
の
は
古
典
期
後
半
で
あ
り
、
し

か
も
、
負
担
付
贈
与
と
い
う
個
別
事
例
に
限
ら
れ
て
い
た
の
が
、
よ
う
や
く
自
然
法
に
お
い
て
こ
の
制
約
が
打
破
さ
れ
、
当
事
者
の
意
思
こ

そ
が
契
約
の
法
的
効
果
を
決
す
る
の
で
あ
り
、
契
約
に
基
づ
い
て
第
三
者
固
有
の
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

い
く
つ
か
の
国
で
は
、
契
約
当
事
者
の
行
為
の
結
果
と
し
て
第
三
者
が
損
害
を

と
す
る
。
ま
た
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
理
論
は
、

受
け
た
場
合
に
、
こ
の
第
三
者
に
生
じ
た
被
害
を
救
済
す
る
た
め
に
不
法
行
為
法
の
不
備
を
埋
め
る
手
段
と
し
て
、
実
践
的
に
重
要
な
意
義

が
あ
っ
た
と
す
る
。



ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

そ
の
上
で
、
ケ
ヅ
ツ
自
身
の
考
え
が
一
不
さ
れ
る
。
ま
ず
、
契
約
に
基
づ
き
第
三
者
が
固
有
の
請
求
権
を
獲
得
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
を

契
約
当
事
者
が
意
図
し
た
か
ど
う
か
に
よ
る
と
す
る
。
ま
た
、
最
近
の
「
契
約
集
合
体
」
(
建
設
関
係
、
転
貸
関
係
ほ
か
)
に
も
言
及
し
、

こ
こ
で
不
法
行
為
法
が
介
入
す
る
と
、
契
約
法
が
規
律
す
る
多
数
当
事
者
聞
の
危
険
分
配
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ケ
ツ

ツ
は
、
第
三
者
の
権
利
を
事
後
的
に
奪
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
問
う
。
そ
し
て
、
否
定
的
立
場
を
原
則
と
す
る
国
も
あ
る
が
、
受
益
者

を
指
定
す
る
と
き
と
同
様
に
契
約
当
事
者
が
自
由
に
決
め
て
よ
く
、
そ
の
上
で
例
外
的
に
保
護
に
値
す
る
信
頼
を
有
す
る
第
三
者
の
保
護
を

(
的
)

図
れ
ば
よ
い
と
し
て
、
こ
の
方
向
の
ド
イ
ツ
法
を
支
持
じ
、
か
っ
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
二
一
一
条
も
援
用
す
る
。

第
一
回
章
で
は
、
「
債
権
譲
渡
」
を
扱
う
。
こ
こ
で
も
、
ま
ず
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
の
概
観
が
な
さ
れ
、
大
陸
法
・
イ
ギ
リ
ス
法
双

方
に
つ
き
、
譲
渡
不
可
能
か
ら
譲
渡
自
由
原
則
の
承
認
に
至
る
発
展
の
過
程
が
示
さ
れ
る
(
こ
の
過
程
に
お
い
て
両
者
は
同
じ
で
あ
る
と
す

る
)
。
そ
の
上
で
、
ケ
ツ
ツ
は
、
債
権
譲
渡
に
つ
き
債
務
者
へ
の
通
知
が
要
件
で
な
い
こ
と
、
債
権
譲
渡
契
約
と
譲
渡
の
原
因
と
な
る
契
約

が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
原
因
契
約
に
無
効
事
由
が
あ
る
と
き
に
は
譲
渡
契
約
に
も
無
効
原
因
が
あ
る
の
が
普
通
で

あ
る
か
ら
無
因
性
原
則
の
意
義
は
乏
し
く
、
両
契
約
を
区
別
す
る
の
と
し
な
い
の
と
で
実
際
の
結
論
に
大
差
が
な
い
こ
と
、
債
権
譲
渡
禁
止

特
約
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
法
は
こ
れ
に
違
反
し
た
譲
渡
を
万
人
に
対
す
る
関
係
で
無
効
と
し
て
い
る
が
、
債
務
者
保
護
の
た
め
の
禁
止
特
約
が

債
権
者
・
議
受
人
間
の
優
劣
争
い
の
道
具
に
さ
れ
る
ゆ
え
に
こ
う
し
た
処
理
は
理
解
し
が
た
い
上
に
、
債
権
の
流
通
性
を
も
阻
害
す
る
結
果

と
し
て
信
用
供
与
が
危
う
く
な
る
と
し
、
か
か
る
特
約
を
無
効
と
す
る
ア
メ
リ
カ
法
の
方
向
を
正
当
と
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
債
権
譲
渡
の

(
山
山
)

効
果
に
つ
い
て
は
、
本
書
に
お
け
る
他
の
章
と
比
較
す
る
と
き
、
比
較
的
平
板
な
記
述
に
終
始
し
て
い
る
。

北法51(2・27)401
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説

ケ
ッ
ツ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
に
見
ら
れ
る
特
徴

北1去51(2・28)402

論

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
に
現
れ
た
ケ
ツ
ツ
の
見
解
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
一
言
で
言
え
ば
、
①
「
国
内
法
至
上
主
義
の
否
定
」
・
②

「
法
教
義
学
の
方
法
論
批
判
」
・
③
「
実
務
重
視
型
の
機
能
的
契
約
法
の
構
築
」
を
、
④
「
比
較
法
の
方
法
」
に
依
拠
し
て
同
時
に
行
っ
て

い
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
ケ
ツ
ツ
特
有
の
見
方
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
契
約
法
の
試
み
の
意
義
の
み
な
ら
ず
、
限
界
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
灯
)

第
一
に
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
で
は
、
多
く
の
国
内
法
・
条
約
類
を
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
比
較
の
素

材
の
提
示
に
と
ど
ま
ら
な
い
ケ
ッ
ツ
の
個
人
的
関
心
か
ら
の
分
析
が
強
く
現
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
各
国
の
法
秩
序
に
つ
い

(ω) 

て
の
客
観
的
な
素
材
描
写
に
徹
し
た
ラ

i
ベ
ル
と
の
違
い
が
、
こ
こ
に
あ
る
。
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
の
第
二
部
で
も
ケ
ツ
ツ
の
個
性

(ω) 

が
非
常
に
強
く
出
て
い
る
こ
と
は
、

E
の
こ
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
単
に
客
観
的
な
素
材
描
写
を
超
え
て
積
極
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
共
通
す
る
原
理
・
準
則
を
提
示
し
て
い
く
点
で
は
、
ケ
ツ
ツ

の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
」
(
さ
ら
に
は
、
国
連
動
産
売
買
条
約
や

国
際
商
事
契
約
原
則
)
と
軌
を
一
に
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
市
場
の
中
で
の
自
由
な
取
引
を
支
援
す
る
観
点
で
立
て
ら
れ
、
個
人
の
自

己
決
定
権
を
ベ

l
ス
に
準
則
を
組
み
立
て
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
」
と
、
「
法
と
経
済
学
」
の
分
析

手
法
に
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
ケ
ッ
ツ
の
方
針
と
の
聞
に
は
、
(
実
際
に
制
度
化
さ
れ
た
部
分
で
は
大
差
が
な
い
に
し
て
も
)
準
則
・
原
理

(
何
)

を
正
当
化
す
る
際
の
説
明
に
ず
れ
が
あ
る
。

第
二
に
、
ケ
ッ
ツ
に
は
、
法
準
則
の
具
体
的
な
適
用
状
況
(
運
用
実
態
)
を
も
っ
て
契
約
法
の
あ
る
べ
き
姿
を
語
ら
せ
る
姿
勢
が
顕
著
で

あ
る
。
事
実
関
係
重
視
の
機
能
的
比
較
法
を
標
務
す
る
ケ
ッ
ツ
の
真
骨
頂
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
、
(
右
の
比
較
法
観
と
は
必
ず
し



ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

も
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
判
例
へ
の
ケ
ツ
ツ
の
強
い
信
頼
感
、
一
言
口
い
か
え
れ
ば
、
判
例
法
・
裁
判
官
法
を
重
視
す
る

(
礼
)

傾
向
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
各
国
の
圏
内
法
で
妥
当
し
て
い
る
ド
グ
マ
を
重
視
し
て
、
か
か
る
ド
グ
マ
の
解
析
を
解
釈
学
の
中
核

に
据
え
る
法
教
義
学
に
対
し
、
問
題
解
決
を
も
た
ら
す
価
値
判
断
(
法
原
理
)
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
を
加
え
、
端
的
に
裁
判

実
務
の
結
果
か
ら
法
準
則
を
演
絡
す
る
の
が
有
意
義
で
あ
る
と
す
る
ケ
ッ
ツ
の
基
本
姿
勢
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
判
例
重
視
・
実
務
重
視
と
は
吾
一
ヲ
ん
、
判
例
法
・
裁
判
官
法
と
い
う
の
は
、
裁
判
官
が
適
用
し
よ
う
と
す
る
囲
内
法
に
固

有
の
法
体
系
な
ら
び
に
法
制
度
を
前
提
と
し
て
、
事
実
を
認
定
し
、
自
国
の
法
体
系
を
体
現
す
る
規
範
を
適
用
す
る

l
ー
そ
の
た
め
に
、

法
的
構
成
を
施
す
1

1
中
で
生
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
囲
内
法
に
基
づ
く
体
系
的
思
考
・
法
的
構
成
、
さ
ら
に
は

そ
の
背
後
に
あ
る
そ
の
国
固
有
の
文
化
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
要
因
と
不
即
不
離
な
は
ず
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
も
残
る
。
も
っ
と
も
、
ケ
ツ

ツ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
契
約
法
が
文
化
・
社
会
・
歴
史
の
相
違
な
ら
び
に
法
制
度
・
問
題
解
決
技
術
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
実
質

的
に
そ
れ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
」
上
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
社
会
政
策
・
市
場
政
策
面
で
の
協
調
に
向
か
っ
て
い
る
と
の
楽
観
的
理
解
に
出

(η) 

て
い
る
た
め
、
右
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
契
約
法
の
基
礎
理
論
」
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
特
殊
・
例
外
的
事
情
と
し
て
視
野
の
外
に
お
い

て
よ
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

第
三
に
、
ケ
ツ
ツ
に
は
、
法
実
践
へ
の
強
い
関
心
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
共
通
準
則
な
ら
び
に
そ
れ
を
支
え
る
原
理
を
探
求
す
る
姿

勢
と
は
裏
腹
に
、
法
的
構
成
を
軽
視
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
が
法
教
義
学
に
対
す
る
ケ
ッ
ツ
の
疑
問
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
に
お
い
て
、
自
ら
の
構
想
と
は
基
本
部
分
に
お
い
て
相
容
れ
な
い
園
内
の
法
制
度
な
ら
び
に
国
内
法
を

(
刀
)

前
提
と
し
た
法
的
構
成
に
つ
い
て
は
か
な
り
厳
し
い
批
判
を
加
え
な
が
ら
、
望
ま
し
い
制
度
や
法
的
構
成
を
積
極
的
に
提
示
す
る
と
い
う
こ

(μ) 

と
に
つ
い
て
は
ケ
ッ
ツ
が
き
わ
め
て
謙
抑
的
で
あ
る
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
解
釈
、
し
か
も
契
約
法
に
お
け
る
具
体
的
実
践
を
想
定
し
た
解
釈
を
論
ず
る
以
上
、
法
準
則
を
具
体
的
問
題
に
妥
当

北法51(2・29)403



説

さ
せ
る
際
に
は
、
法
的
構
成
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
教
義
学
の
方
法
を
否
定
す
る
こ
と
は
法
的
構
成
を
論
ず
る
こ
と

ま
で
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
法
教
義
学
に
代
わ
る
法
的
構
成
の
方
法
を
論
証
す
べ
き
は
、
ケ
ッ
ツ
の
側
に
投
げ
返
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
は
、
ケ
ツ
ツ
の
分
析
に
対
し
て
、
法
的
構
成
の
優
劣
や
体
系
的
整
合
性
を
十
分
に
論

(
市
)

じ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
出
さ
れ
て
い
る
の
も
、
首
肯
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ケ
ツ
ツ
の
説
く
事
実
関
係
重
視
の
機
能
主

義
的
契
約
法
理
解
に
よ
る
場
合
も
な
お
、
望
ま
し
い
制
度
や
法
的
構
成
を
積
極
的
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
(
ち
な
み
に
、
法
教
義
学
の
立

場
か
ら
は
、
法
準
則
を
具
体
的
な
ド
グ
マ
に
還
元
し
、
命
題
化
す
る
作
業
は
必
要
で
あ
る
し
、
し
か
も
、
個
々
の
ド
グ
マ
相
互
の
連
関
を
論

ず
る
こ
と
は
、
法
原
理
・
法
準
則
間
で
の
衡
量
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
、
体
系
的
整
合
性
を
維
持
す
る
上
で
不
可
欠
の
作
業
と
な
る
)
。

第
四
に
、
ケ
ッ
ツ
は
、
そ
も
そ
も
法
的
構
成
な
い
し
制
度
レ
ベ
ル
で
の
法
統
一
が
必
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』

の
中
で
は
、
直
接
に
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

基
本
原
理
・
準
則
レ
ベ
ル
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
共
通
化
を
凶
っ
た
上
で
、
法
的
構
成
な
い
し
制
度
レ
ベ
ル
の
問
題
は
各
国
の
囲
内

法
秩
序
に
委
ね
る
|
|
裁
判
官
ら
が
共
通
準
則
の
も
と
で
国
内
契
約
法
の
解
釈
・
適
用
を
行
う

l
!と
い
う
選
択
肢
も
、
可
能
性
と
し
て

は
存
在
す
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
レ
ベ
ル
で
は
個
々
の
国
内
契
約
法
で
の
制
度
の
運
用
や
法
的
構
成
に
ま
で
介
入
す
る
必
要
は
な
い

(
河
)

か
ら
、
共
通
準
則
の
獲
得
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
の
言
及
は
不
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
先
に
紹
介
し
た
別
の
論
文
で
は
、
ケ
ツ
ツ
は
、
こ
れ
と
は
違
う
選
択
肢
も
示
し
て
い
る
。
実
際
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』

号ι
民間

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ

l
ズ
に
依
拠
し
た
法
的
構
成
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
の
平
面
で
否
定
し
た
り
、
イ
ギ

リ
ス
の
約
因
理
論
に
強
い
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
を
見
る
と
き
、
ケ
ツ
ツ
は
制
度
レ
ベ
ル
で
の
共
通
化
ー
ー
そ
の
先
に
は
「
統
一
法

典
化
」
の
方
向
が
見
え
る

l
lー
を
も
指
向
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。

第
五
に
、
判
例
重
視
・
実
務
重
視
の
方
針
を
と
り
な
が
ら
、
ケ
ツ
ツ
は
、
そ
の
一
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
す
る
法
原
理
や
準
則
を
抽

に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、

北法51(2・30)404



(
打
)

出
す
る
際
に
、
自
ら
が
正
当
と
考
え
る
こ
と
か
ら
は
異
端
と
な
る
判
例
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
厳
し
い
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
こ
で
ケ
ツ
ツ
が
求
め
て
い
る
の
は
、
あ
る
類
型
的
事
実
を
前
に
し
て
自
ら
が
先
験
的
に
正
し
い
と
考
え
た
価
値
判
断

に
対
応
す
る
史
実
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
ど
こ
か
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
実
績
の
検
証
で
は
な
い
か
、
と
の
印
象
を

抱
か
せ
る
(
し
か
も
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
調
査
・
探
求
の
対
象
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
裁
判
例
に
限
定
さ
れ
る
必
然
性
は
な
い
こ

と
に
な
る
)
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
、
ケ
ツ
ツ
の
説
く
判
例
重
視
・
実
務
重
視
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
は
割
り
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

そ
れ
で
は
、
ケ
ツ
ツ
に
と
っ
て
、
価
値
判
断
の
正
当
性
を
支
え
る
も
の
は
何
な
の
か
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
ケ
ツ
ツ
は
、
「
法
と
経

済
学
」
の
方
法
に
依
拠
し
、
厚
生
経
済
学
の
視
点
を
強
調
し
て
い
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
で
は
、
「
リ
ス
ク
」
・
「
コ
ス
ト
」
・
「
効
率

(
花
)

性
」
と
い
う
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
財
貨
と
給
付
の
自
由
な
交
換
に
よ
り
社
会
全
体
の
効
用
を
最
大
化
す

る
た
め
の
制
度
と
し
て
契
約
を
理
解
す
る
意
識
が
強
く
現
れ
て
い
る
。
取
引
費
用
を
い
か
に
し
て
最
小
化
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
議
論

も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
重
視
と
、
そ
れ
に
関
連
づ
け
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
効
率
性
重
視
の
方
法
論
は
、
「
効
率
的
で
あ
る
も
の
が
機
能
的
で
あ
る
」
と
の
理
解
を
介
し
て
、
ケ
ツ
ツ
の
唱
導
す
る
機

(
乃
)

能
的
契
約
法
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
ケ
ッ
ツ
に
と
っ
て
、
比
較
法
の
方
法
は
、
効
率
性
を
確
認
す
る
た
め
の
資
料
探
し
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点

に
注
意
を
要
す
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
法
比
較
の
結
果
が
一
致
し
て
い
る
と
き
に
は
「
効
率
的
だ
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
説
明
し
、
法
比
較

の
結
果
が
一
致
し
て
い
な
い
と
き
に
は
効
率
性
・
機
能
性
に
注
目
し
て
最
適
と
考
え
ら
れ
る
法
準
則
を
選
択
す
る
姿
勢
が
、
ケ
ッ
ツ
に
お
い

(ω) 

て
は
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
も
は
や
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
括
ら
れ
る
世
界
は
、
ケ
ツ
ツ
の
視
界
か
ら

北法51(2・31)405

は
消
え
て
い
る
の
で
あ
る
。



説

な
お
、
ケ
ツ
ツ
が
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
の
中
で
効
率
的
リ
ス
ク
分
配
を
説
く
際
に
、
か
か
る
リ
ス
ク
分
配
を
記
述
し
た
法
命
題
を
側

そ
れ
ぞ
れ
の
単
元
ご
と
に
簡
略
に
提
示
し
た
反
面
、
提
示
さ
れ
た
複
数
の
法
命
題
(
法
準
則
)
間
で
の
衝
突
・
交
錯
が
発
生
す
る
場
合
に
ど
むのノU

M

の
よ
う
な
処
理
が
「
最
適
」
な
の
か
を
判
断
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
同
書
に
お
い
て
は
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
い
る
o

学
部
学
生
向
け
削

の
教
科
書
で
あ
る
点
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
リ
ス
ク
分
配
面
で
衝
突
・
交
錯
す
る
複
数
の
法
準
則
の
聞
で
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
北

読
者
の
側
に
委
ね
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
捉
え
、
へ
ル
ナ
1

(出
色
日
同
)
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
一
方
の
当
事
者
が
情
報
を
調
達
す
る
こ
と
に
つ
い
て
よ
り
よ
い
可
能
性
を
持
っ
て
い
て
、
他
方
の
当
事
者
が
望
ま
し
く
な
い
結

果
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
い
て
よ
り
よ
い
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
と
き
、
考
え
方
次
第
で
社
会
全
体
の
効
用
を
増
大
さ
せ
る
の
に
は

(
別
)

ど
ち
ら
の
法
準
則
に
優
位
を
認
め
る
か
が
違
っ
て
く
る
。

論

ヘ
ル
ナ
l
は
、
ケ
ツ
ツ
が
言
う
よ
う
に
い
ず
れ
の
当
事
者
が
喪
失
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
を
知
る
こ
と
よ
り

も
、
当
該
状
況
下
で
い
ず
れ
の
当
事
者
が
既
に
発
生
し
た
損
失
を
も
っ
と
も
よ
く
填
補
で
き
る
の
か
を
知
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
な
場
合
が

し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
特
に
、
法
的
紛
争
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
リ
ス
ク
を
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
(
ケ
ッ
ツ
)

よ
り
も
、
リ
ス
ク
が
ど
こ
に
存
在
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
と
言
う
。
ヘ
ル
ナ
l
は
、
後
者
の
視
点
は
、
法
と
経
済

学
の
考
え
方
と
は
一
致
し
な
い
と
し
、
そ
の
理
由
を
、
「
法
と
経
済
学
」
の
考
え
方
が
法
準
則
を
契
約
成
立
の
時
点
で
、
つ
ま
り
、
両
当
事

(
飽
)

者
が
契
約
の
対
価
と
条
件
を
決
定
し
、
自
分
た
ち
の
行
動
を
計
画
し
た
時
点
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
点
に
求
め
る
。

h
d戸
り

円
μ

ぃ、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
契
約
法
の
方
法
論
上
の
限
界

以
上
に
挙
げ
た
特
徴
を
総
括
し
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
E
の
一
で
述
べ
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
」

へ
向
け
て
の
視
点
を
具
体
化
し
た



と
言
え
る
今
回
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
を
眺
め
た
と
き
、
私
に
は
、
ケ
ッ
ツ
に
と
っ
て
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
枠
で
括
ら
れ
る

世
界
に
お
け
る
文
化
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
探
求
す
る
視
点
が
薄
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
先
に
紹
介
し
た
論
文

で
も
、
ケ
ツ
ツ
は
コ

i
イ
ン
グ
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
制
史
研
究
の
成
果
を
高
く
評
価
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
」
・

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
」
と
い
う
点
へ
の
積
極
的
な
こ
だ
わ
り
が
少
な
い
。
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
う
言
え
る
。

む
し
ろ
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
と
一
言
う
場
合
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
自
国
の
囲
内
法
秩
序
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
て
比
較
法
的
視
点

い
わ
ば
消
極
的
な
側
面
か
ら
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で

を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
と
の
国
内
法
至
上
主
義
の
否
定
の
見
地
、

あ
っ
て
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
は
、
「
国
際
契
約
法
」
・
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
契
約
法
」
と
置
き
換
え
て
も
よ
い

こ
と
に
な
る
。

jレ
こ
の
点
が
、
ロ

l
マ
法
を
と
け
あ
げ
な
が
ら
、

(
関
口

ε包
)
、
シ
ユ
ル
ツ
エ

ロ
ー
マ
債
務
関
係
法
の
概
念
・
諸
制
度
、
と
り
わ
け
古

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
の
意
義
を
説
く
ツ
ィ
マ

l
マ
ン

(
N
E
B
E
E
S、
ク
ニ
ュ

l
テ

(ωnv巳
N
O
)

ら
と
の
違
い
で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
、

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

典
期
ロ

i
マ
法
の
そ
れ
が
ユ
ス
テ
イ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
を
経
て
現
代
法
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共

通
私
法
に
と
っ
て
の
ロ
ー
マ
法
研
究
の
意
義
を
説
い
た
ツ
ィ
マ

l
マ
ン
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
ロ
ー
マ
法
律
家
の
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
な
態

(
お
)

度
を
、
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
に
向
け
て
の
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
を
も
企
図
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ッ
ツ
は
、
ど
う
か
。
法
原

理
・
法
準
則
に
潜
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
基
盤
の
共
通
性
を
暗
黙
の
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た

(
似
)

点
へ
の
言
及
は
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
の
叙
述
の
中
で
は
希
薄
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
が
、
組
上
に
載
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

い
か
に
広
範
囲
で
市
場
統
合
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
元
的
社
会
を
前
に
し
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
州
ご
と
の
違
い

を
超
え
た
「
ア
メ
リ
カ
契
約
法
」
が
存
在
す
る
と
言
う
の
と
同
じ
意
味
で
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

北法51(2・33)407
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(
お
)

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
ケ
ッ
ツ
は
、
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
に
、
ケ
ッ
ツ
は
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

論

契
約
法
I
』
の
中
で
、
無
償
行
為
・
家
族
間
取
引
、
農
業
社
会
に
お
け
る
契
約
の
ケ
l
ス
を
多
用
し
、
商
取
引
に
特
化
さ
れ
て
い
な
い
議
論

(
M
m
)
 

を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
・
社
会
・
歴
史
面
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
独
自
性
を
打
ち
出
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
違
和

感
を
覚
え
て
文
化
・
社
会
・
歴
史
面
で
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
し
て
の
共
通
性
に
疑
問
を
呈
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
「
共
通
の
」
契
約
法
を
否
定

す
る
論
者
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
と
は
正
反
対
に
、
契
約
法
の
一
般
準
則
に
お
け
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
し
て
の
独
自
性
を
否
定
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
「
契
約
法
に
共
通
す
る
基
礎
理
論
」
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
限
定
版
で
捉
え
る
見
方
に
対
し
て
疑
問
を
呈
す
る
論
者
が
現
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
な
お
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
の
契
約
法
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
契
機
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、

文
化
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
価
値
を
内
在
化
し
て
い
る
契
約
法
と
い
う
目
で
見
た
場
合
に
は
、
契
約
法
を
基
礎
づ
け
る
原
理
の
普
遍
性
と
、

契
約
法
が
規
律
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
聞
社
会
の
多
元
性
の
調
整
こ
そ
が
重
要
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
の
」
と
い
う

|
|
一
面
に
お
い
て
普
遍
的
で
あ
り
、
他
面
に
お
い
て
限
定
的
で
あ
る
1
1
1
修
飾
語
は
、
こ
の
分
析
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
論
述
は
、
ケ
ッ
ツ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
中
に
は
遂
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
に
お
け
る
ケ
ッ
ツ
の
叙
述
に
は
、
①
「
圏
内
法
至
上
主
義
」
を
否
定
し
た
先
に
、
②
「
法
教
義
学
の

方
法
論
批
判
」
に
拠
り
つ
つ
体
系
・
法
的
構
成
・
法
的
概
念
の
違
い
を
超
え
て
、
③
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
「
機
能
的
契
約
法
」
へ
と
向
か

う
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
ケ
ッ
ツ
の
説
く
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
の
背
後
に
は
、
取
引
コ
ス
ト
を
削
減
し
、
社
会
全
体
の

効
用
を
最
大
化
す
る
よ
う
な
資
源
の
最
適
配
分
を
行
う
と
い
う
態
度
が
様
々
な
局
面
で
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
仮
に
ケ
ッ
ツ
の
考
え

に
乗
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
も
は
や
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
の
契
約
法
」
と
い
う
よ
り
も
、
「
世
界
に
共
通
の
契
約
法
」
・
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
さ
れ
た
社
会
の
契
約
法
」
の
準
則
を
定
立
す
る
き
っ
か
け
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
伝
で
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
障
壁
を
設

~t法5 1(2 ・ 34)408



け
る
点
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
『
比
較
法
原
論
(
第
三
版
)
」
の
中
で
の
各
論
的
叙
述
と
の
共
通
部
分
の
多
さ
は
、
ケ
ツ
ツ
が
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
で
語
っ
た
準
則
や
基
礎
理
論
は
、
特
に
取
引
を
対
象
と
し
た
契
約
関
係
に
関
す
る
限
り
で
は
、
ケ
ツ
ツ
に
と
っ
て
、
も

(
幻
)

は
や
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
地
域
を
超
え
た
準
別
で
あ
り
、
基
礎
理
論
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

(
鉛
)

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
」
は
「
ケ
ッ
ツ
の
設
定
し
た
仮
想
空
間
」
で
の
「
国
際
統
一
契
約
法
」
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
印
象
が
増

し
て
く
る
。

V 

結
び
に
代
え
て

(
鈎
)

今
か
ら
遡
る
こ
と
約
三

O
年
前
に
、
法
教
義
学
の
存
在
を
強
く
意
識
し
つ
つ
比
較
法
の
意
義
に
接
近
し
た
北
川
善
太
郎
は
、
法
解
釈

学
と
の
関
連
を
主
と
し
た
「
実
用
」
比
較
法
に
お
い
て
比
較
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
何
か
と
い
う
点
に
触
れ
、
既
に
次
の
よ
う
な
重
要
な
指
摘

1 

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

を
し
て
い
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
比
較
法
研
究
で
比
較
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
同
一
の
『
法
的
事
実
」
に
対
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
法
形
成
原
理
で
あ

る
」
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
「
法
的
事
実
の
同
一
性
」
と
は
、
法
適
用
の
三
段
論
法
に
言
う
小
前
提
に
お
け
る
事
実
関
係

(ω
宮
町
高
岳
岳
)

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
存
在
す
る
生
の
「
事
実
」
で
は
な
し
に
、
「
経
験
に
即
し
て
型
に
は
め
ら
れ
、
整
序
さ
れ
た

観
念
像
」
で
あ
っ
て
、
「
比
較
者
に
よ
る
判
断
l
、
解
釈
ー
な
ら
び
に
選
択
手
続
の
結
果
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
法
的
事
実
」
こ
そ
が
、

(
卯
)

比
較
法
上
の
諸
問
題
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

北
川
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
、
「
法
的
事
実
の
同
一
性
」
を
確
証
す
る
た
め
に
は
、
「
法
的
事
実
」
に
現
れ
た
「
問
題
」
を
解
決
す
る
た
め
に

採
用
さ
れ
て
い
る
「
各
国
の
実
定
法
上
の
制
度
」
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
制
度
は
「
法
的

北法51(2・35)409
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構
成
」
を
介
し
て
把
握
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
「
法
的
構
成
」
の
分
析
・
追
求
が
重
要
と
な
る
。
し
か
も
、
「
法
的
構
成
」
は
、
各

国
法
に
お
い
て
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
つ
つ
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
論
理
的
な
表
現
・
形
式
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
で

(
川
引
い

あ
る
か
ら
、
「
外
国
に
お
け
る
『
法
的
構
成
』
の
特
質
を
正
確
に
と
ら
え
な
い
と
き
に
は
危
険
を
伴
う
」
0

他
方
、
北
川
に
よ
れ
ば
、
比
較
法
に
お
い
て
比
較
さ
れ
る
べ
き
「
法
形
成
原
理
」
と
は
、
「
法
規
範
の
具
体
的
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
で
判
断

(
幻
)

者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
原
理
」
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
同
一
の
法
的
事
実
」
に
対
し
て
「
各
国
固
有
の
『
法
的
構
成
」

を
介
し
て
」
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
た
法
的
保
護
が
「
同
一
の
法
形
成
原
理
」
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
に
は
、
各
法
制
度
の
「
機
能
は
等
価

論

で
あ
る
」
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
法
的
構
成
の
同
一
性
」
は
「
原
理
の
同
一
性
」
を
論
理
的
に
は
何
ら
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
法
形
成

(
m
m
)
 

原
理
に
従
つ
て
な
さ
れ
る
法
的
判
断
は
、
法
的
構
成
か
ら
、
形
式
論
理
の
操
作
に
よ
っ
て
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
。

事
実
関
係
的
・
機
能
的
比
較
法
を
も
っ
て

l
lし
か
も
解
釈
実
践
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
|
|
法
教
義
学
に
対
峠
す
る
ケ
ツ

ツ
の
立
場
と
、
右
に
略
説
し
た
北
川
の
分
析
と
を
対
照
さ
せ
た
と
き
、
前
述
し
た
よ
う
な
①
「
囲
内
法
至
上
主
義
の
否
定
」
・
②
「
法
教
義

学
の
方
法
論
批
判
」
・
③
「
実
務
重
視
型
の
機
能
的
契
約
法
の
構
築
」
を
、
④
「
比
較
法
の
方
法
」
に
依
拠
し
て
同
時
に
行
っ
て
い
る
ケ
ツ

ツ
の
立
場
に
お
い
て
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
何
処
に
問
題
の
根
源
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
議
論
す
べ
き
対
象
(
右
の
①
か
ら
④
)
の
混
交

を
解
き
ほ
ど
く
手
が
か
り
が
何
処
に
あ
る
の
か
が
明
ら
か
と
な
る
。

2 少
な
く
と
も
、
比
較
法
に
臨
む
態
度
、
す
な
わ
ち
、
「
比
較
法
研
究
で
比
較
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
同
一
の
『
法
的
事
実
』
に
対
し
て
実

現
さ
れ
て
い
る
法
形
成
原
理
で
あ
る
」
と
い
う
点
で
は
、
右
の
北
川
の
分
析
と
ケ
ツ
ツ
の
考
え
方
に
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
「
問
題
思

(
似
)

考
」
の
強
さ
も
|
|
「
現
実
類
型
」
の
視
点
を
前
面
に
出
す
か
ど
う
か
の
違
い
こ
そ
あ
れ

i
l
l
同
じ
と
見
て
よ
い
。
決
定
的
に
異
な
る
の

へ
の
評
価
と
、
「
法
形
成
原
理
」
獲
得
の
た
め
の
方
法
で
あ
る
。

は
、
「
法
的
構
成
」

北法51(2・36)410



ヨーロッパ統一ー契約法の試みと限界

こ
の
う
ち
、
「
法
的
構
成
」
の
位
置
づ
け
を
見
て
み
よ
う
。
「
法
的
構
成
は
、
各
国
法
に
お
い
て
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
つ
つ
形
成
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
論
理
的
な
表
現
・
形
式
に
と
ど
ま
ら
な
い
」
(
北
川
)
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
ケ
ツ
ツ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
契
約
法
I
』
で
の
説
明
は
、

wで
示
し
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
残
し
た
形
で
の
叙
述
に
終
わ
っ
て
い
る
。

一
方
に
お
い
て
、
比
較
の
対
象
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
園
内
法
に
お
け
る
契
約
法
上
の
諸
制
度
に
関
す
る
「
法
的
構
成
」
に
つ
い
て
、

ケ
ッ
ツ
が
適
切
な
分
析
と
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
の
疑
問
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
コ

l
ズ
論
に
対
し
て

ケ
ッ
ツ
が
与
え
た
評
価
が
こ
れ
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
準
則
レ
ベ
ル

の
み
の
共
通
化
を
指
向
す
る

l
l囲
内
契
約
法
上
の
諸
制
度
に
は
触
ら
な
い
|
|
の
で
あ
れ
ば
、
獲
得
さ
れ
た
共
通
準
則
を
具
体
化
す
る

際
に
各
国
ご
と
に
国
内
契
約
法
上
の
諸
制
度
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
へ
と
投
げ
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
比
較

法
を
利
用
す
る
囲
内
法
解
釈
学
の
側
で
の
共
通
準
則
の
受
入
れ
方
次
第
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
(
し
か
し
、
共
通
準
則
を
獲
得
す
る

際
の
素
材
が
「
法
的
構
成
」
を
介
し
て
知
覚
さ
れ
る
「
法
的
事
実
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
各
国
に
お
け
る
個
別
の
制
度
に
つ
い
て
の
「
法
的

(
釘
)

構
成
」
を
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
)
。

3 他
方
に
お
い
て
、
「
共
通
私
法
の
法
準
則
」
(
北
川
の
一
言
う
「
法
形
成
原
理
」
の
世
界
に
属
す
る
)
か
ら
導
か
れ
得
る
「
共
通
私
法
独
自
の

法
的
構
成
」
と
、
共
通
私
法
が
対
象
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
の
「
各
国
国
内
法
上
の
諸
制
度
に
固
有
の
法
的
構
成
」
と
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
の
か
は
、
深
刻
な
問
題
と
な
る
。

E
の
こ
で
見
た
二
つ
の
矛
盾
を
苧
む
叙
述
に
か
か
わ
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
ケ
ッ
ツ
に

お
い
て
は
、
こ
れ
に
法
教
義
学
の
方
法
論
批
判
が
付
加
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
法
的
構
成
」
を
と
り
あ
げ
る
際
に
も
、
法
教
義

学
の
方
法
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
か
が
表
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

こ
の
と
き
、
ケ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
内
法
至
上
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
と
、
法
教
義
学
の
方
法
論
を
批
判
す
る
こ

と
と
が
一
体
化
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
は
必
ず
し
も
直
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
囲
内
法
を
重
視
す
る
か
ど
う
か
」
と
、
「
法

北法51(2・37)411



説

(
M刊
)

教
義
学
の
方
法
論
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
表
明
を
す
る
か
」
で
、
組
み
合
わ
せ
は
四
通
り
あ
り
、
法
教
義
学
の
方
法
論
を
批
判
す
る
ケ

ツ
ツ
は
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
の
選
択
肢
(
圏
内
法
を
重
視
す
る
か
、
重
視
し
な
い
か
)
を
示
し
て
い
る
(
に
す
ぎ
な
い
)
。
し
か
も
、
こ
の

二
つ
の
選
択
肢
の
い
ず
れ
を
と
る
の
か
は
、
ケ
ツ
ツ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
に
お
い
て
は
不
透
明
で
あ
る
。
や
や
突
き
放
し
た
言
い

方
を
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
選
択
肢
を
採
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
読
者
が
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
に
お
け
る
記
述
の
ど
の
部
分
に
力

論

点
を
置
い
て
ケ
ッ
ツ
の
考
え
方
に
共
感
を
示
し
、
あ
る
い
は
批
判
を
加
え
る
か
次
第
だ
と
言
え
る
。

思
う
に
、
「
統
一
法
典
」
を
め
ざ
さ
な
い
「
原
理
」
・
「
準
則
」
面
で
の
統
一
を
指
向
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
共
通
項
で

括
ら
れ
る
と
は
言
え
多
様
な
文
化
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
特
徴
を
見
せ
る
各
国
・
地
域
を
前
に
し
た
と
き
に
、
「
国
内
法
に
固
有
の
法
的
構

成
」
を
捨
て
て
「
契
約
法
一
般
」
に
つ
き
「
共
通
私
法
独
自
の
法
的
構
成
」
に
ま
で
至
る
こ
と
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
賢
明
な

(
幻
)

方
法
と
は
言
え
ま
い
。
各
国
に
お
け
る
「
法
的
構
成
」
が
具
体
的
な
問
題
解
決
に
と
っ
て
顕
著
な
相
違
を
生
み
出
し
て
い
る
「
契
約
と
第
三

者
」
の
問
題
に
つ
き
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
I
』
の
第
二
部
「
契
約
へ
の
第
三
者
の
関
与
」
で
ケ
ッ
ツ
が
提
唱
し
た
「
法
的
構
成
」
に
対

(
m
m
)
 

し
、
既
に
出
さ
れ
て
い
る
異
論
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
法
的
構
成
」
面
で
は
、
次
の
よ
う
に
段
階
を
踏
ん
で

考
え
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
代
社
会
の
中
で
は
、
「
共
通
原
理
・
準
則
を
定
立
す
る
目
的
で
の
比
較
法
」
に
対
し
て
、
重
要
な
意
義
を

与
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
国
内
法
至
上
主
義
へ
の
批
判
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
正
し
い
。

次
に
、
「
園
内
契
約
法
」
に
目
を
転
じ
、
こ
う
し
た
比
較
法
の
成
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
「
共
通
の
原
理
・
準
則
」
に
よ
り
導
か
れ
る
解

決
を
「
同
一
の
法
的
事
実
」
に
対
し
て
与
え
る
べ
く
|
|
あ
る
い
は
、
「
共
通
の
原
理
」
か
ら
逸
脱
す
る
と
き
に
は
、
対
立
す
る
「
法
形
成

原
理
」
を
示
し
な
が
ら
(
ケ
ツ
ツ
の
言
う
意
味
で
の
「
地
方
版
」
と
し
て
)
異
な
っ
た
解
決
を
与
え
る
べ
く

i
l、
国
内
契
約
法
上
に
お

け
る
諸
制
度
の
意
味
連
関
の
解
明
と
体
系
構
築
、
な
ら
び
に
具
体
的
事
件
に
対
す
る
国
内
契
約
法
の
適
用
レ
ベ
ル
で
の
調
整
を
行
う
の
が
望
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ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
国
内
法
ド
グ
マ
解
析
の
た
め
の
原
理
・
準
則
を
探
求
す
る
た
め
の
比
較
法
」
・
「
比
較
法
の

成
果
を
取
り
こ
ん
だ
上
で
の
国
内
契
約
法
を
対
象
と
し
た
法
教
義
学
」
の
発
展
(
デ
レ
、
カ
ナ
l
リ
ス
が
提
示
し
た
視
点
)
が
期
待
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
国
内
契
約
法
の
「
法
的
構
成
」
を
残
存
さ
せ
た
上
で
の
、
共
通
原
理
・
準
則
定
立
を
目
的
と
し
た
比
較
法
と
、
国

(
鈎
)

内
法
ド
グ
マ
の
解
析
を
担
う
法
教
義
学
と
の
連
携
を
意
味
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
「
法
形
成
原
理
」
の
み
な
ら
ず
「
法
的
構
成
」
面
で
の
統
一
ま
で
も
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
分
野
に

お
い
て
、
は
じ
め
て
、
「
統
一
法
典
」
(
さ
ら
に
、
こ
れ
を
対
象
と
し
た
法
教
義
学
)
が
成
り
立
ち
得
る
こ
と
と
な
る
。

ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

ひ
き
続
い
て
、
「
法
形
成
原
理
」
獲
得
へ
向
け
た
方
法
を
見
て
み
よ
う
。
ケ
ッ
ツ
に
あ
っ
て
は
、
各
国
囲
内
法
に
お
け
る
事
実
的
要

(

剛

山

)

素
(
法
的
事
実
)
・
論
理
的
要
素
(
法
的
構
成
)
・
価
値
的
要
素
(
法
形
成
原
理
)
の
比
較
か
ら
「
共
通
準
則
」
を
確
定
し
て
い
く
と
言
う
よ

り
は
、
む
し
ろ
、
「
法
的
問
題
解
決
に
あ
た
り
、
結
果
の
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
事
実
に
対
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
法
形
成

原
理
は
何
か
」
を
探
求
す
る
態
度
が
起
点
に
置
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
観
点
か
ら
の
法
形
成
原
理
(
法
準
則
)
の
獲
得
は
、
何
も
比
較
法
の
方
法
に
拠
ら
ず
と
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
現
に
ケ
ツ

ツ
の
方
法
論
を
純
化
す
る
な
ら
ば
、
「
法
と
経
済
学
」
の
手
法
に
依
拠
し
た
上
で
、
「
最
も
安
価
な
費
用
で
リ
ス
ク
を
回
避
し
社
会
全
体
の
効

用
を
増
大
す
る
よ
う
に
資
源
を
配
分
す
る
」
こ
と
に
最
大
の
価
値
を
見
山
す
と
の
理
解
に
基
づ
き
、
か
か
る
考
量
か
ら
具
体
的
事
件
に
お
け

る
問
題
解
決
の
た
め
の
準
則
が
導
き
出
さ
れ
る
と
き
ヲ
ん
ば
足
り
る
。
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
比
較
法
の
有
用
性
が
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
せ
い
ぜ
い
、
経
済
的
効
率
性
分
析
の
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
材
料
を
質
量
と
も
に
充
実
さ
せ
る
上
で
比
較
法
が
役
に
立
つ
と
い
う
点

と
、
圏
内
法
の
障
壁
や
国
内
法
相
互
の
抵
触
が
社
会
全
体
の
効
用
の
増
大
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
か
ら
各
国
法
を
比
較
し
て
共
通

準
則
を
定
立
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

4 
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説

た
だ
、
こ
こ
で
逆
説
的
に
言
え
ば
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
比
較
法
と
い
う
視
点
ー
ー
ー
し
た
が
っ
て
ま
た
、
比
較
私
法
方
法
論
に
対
す
る
評

価
ー
ー
を
抜
き
に
し
て
な
お
、
ケ
ッ
ツ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
に
向
か
い
、
「
契
約
法
の
基
礎
理
論
」
を
示
し
た
著
と
し
て
同
書
を

位
置
づ
け
、
そ
し
て
(
批
判
的
考
察
を
も
交
え
て
)
論
評
で
き
る
面
白
さ
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
現
代
的
契
約
法
理
論
の
展
開
を
見
た
わ
が

国
に
お
い
て
は
、
ケ
ツ
ツ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
は
、
「
共
通
私
法
方
法
論
」
・
「
比
較
私
法
方
法
論
」
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

「
契
約
法
の
基
礎
理
論
」
を
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、
わ
が
国
の
契
約
法
学
(
な
ら
び
に
法
学
教
育
の
あ
り
方
)
に
大

き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

論

キ
注

(
1
)
北
川
善
太
郎
「
ヘ

i
グ
国
際
動
産
売
買
統
一
法
と
日
本
民
商
法
」
比
較
法
研
究
=
一

O
号
三
九
頁
以
下
(
一
九
六
九
年
)
、

比
較
法
』
(
一
粒
社
、
一
九
八
四
年
)
一
五
八
頁
以
下
。

(
2
)
曽
野
和
明
H
山
手
正
史
『
国
際
売
買
法
』
(
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年
)
一
七
頁
。

(3)
当
初
、

E
C
・
E
U
は
、
公
法
の
分
野
に
お
け
る
の
と
は
対
照
的
に
、
契
約
法
の
統
一
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内

の
共
通
市
場
の
実
現
に
と
っ
て
契
約
法
の
統
一
が
直
ち
に
必
要
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、

(
E
U
の
旧
東
欧
諸
国
等
へ
の

拡
大
が
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
今
日
は
別
と
し
て
、
当
初
は
)
す
べ
て
の
加
盟
国
に
お
い
て
共
通
市
場
の
基
礎
と
な
る
べ
き
骨
格
部
分
、
と
り
わ

け
、
営
業
の
自
由
、
市
場
経
済
の
採
用
、
特
許
、
商
標
ほ
か
知
的
財
産
の
保
護
に
つ
い
て
一
致
が
見
ら
れ
て
い
た
た
め
こ
の
点
に
つ
い
て
統
一

私
法
典
で
確
認
す
る
必
要
が
感
じ
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
む
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル
で
の
私
法
の
同
化
・
統
一
は
、
社

会
政
策
的
に
重
要
な
領
域
か
、
ま
た
は
新
技
術
の
発
展
に
よ
り
重
要
と
な
っ
た
領
域
に
特
化
さ
れ
て
お
り
(
訪
問
販
売
の
撤
回
、
消
費
者
信
用
、

パ
ッ
ク
旅
行
な
ど
て
そ
の
反
面
、
民
商
法
の
核
心
部
分
に
つ
い
て
の
同
化
・
統
一
か
ら
は
一
歩
退
い
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

契
約
法
の
同
化
・
統
一
な
く
し
て
共
通
市
場
を
観
念
で
き
な
い
と
の
認
識
が
醸
成
さ
れ
、
契
約
法
と
し
て
の
統
一
作
業
が
開
始
さ
れ
た
と
い
う

五
十
嵐
清
『
民
法
と

北法51(2・40)414
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経
緯
が
あ
る

o
g
S口
同
町
山
岨
出
口
〈
刊
号
由
加
回
目
n宮
崎
弓
開
口
円
。
宮
・

3
∞
E
E
O
R円
2
3
0
)
臼
ニ
戸
∞

-
-
E
N
R
L
E
g
o
p
〈
g
a
g
g
n
E
g
N
E
B
E
s
-
-お
宮
口

吻ロ〈
mw同円
相

nFF』
N
】
唱
甲

M--同『・

(4)
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
高
杉
直
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
に
つ
い
て
」
香
川
法
学
二
ハ
巻
一
号
-
一
二
二
頁
以
下
二
九
九
六
年
)
。

(
5
)
潮
見
佳
男
「
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
契
約
責
任
法
・
履
行
障
害
法
の
展
開
」
同
『
契
約
責
任
の
体
系
』
(
有
斐
閥
、
二

O
O
O年
)
一
一

頁
以
下
。

(
6
)
E
E
S
F
U
S
E〈白
5
n
Z
自
主
将
g
m
a
g
N
C・』白
}
5
5品
目
見
出
己
由
民
的
n
F
Z邑
'
E
8宮
5
5
2広
岩
岳
L
N
3
F
-
R

(
7
)

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
法
史
学
的
観
点
か
ら
の
も
の
と
し
て
、

N
g
B
0
5
8
p
u
g
H
P
E
R
Z
E
r
g
s
-
2
Z
呂田

g
s
g
E口
町
白
}
開
。
E
E
-恒常

E
'

『。唱佐田町町四円岡山
m
n
Z
8
5
Z
F
-
N
S由一
Ne
∞内向
-u
穴ロ
5
0
f
m四円宮田町
g
z
m
r
E
肘
足
。
宮

Eロ【同

5
2
2
n
E
g
m
m
n
E
F
N開
E
-
v
Z
A
Y
P
M品
hFRU
印

nzEN四ゅ

の
g
H
E
R
E
S
3
2
n
F
g
句吾、島町
wnz
ロロ円日間
N
R
z
a
a
n
z
n
E円p

g
一
玄
昨
日
-q，
。
呂
町
(
国
ロ
加

-
y
c
m呂
町
田
口
出
向
ヨ
ヨ
耳
芝
白
g
n
z
s
a
2
m
z
B匂町田町
E
g

o
n
s
a
g
n
F島
-M-〉ロ白

2
3
5
∞
-
E唱
同
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
市
場
の
取
引
ル

l
ル
を
確
立
す
る
点
に
照
準
を
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
、

C
E
R

E-P0・{〉ロ
S
M
]
∞
-
u
R
u
o
g
q
E
m唱
hw
釦・。・{〉ロ阿国
-M]喝白一
E
r
F
g
a
p
開
E
S同v
n
g
n
oロ
5
2
E戸
宮
い
宅
問
可
雪
国

(
E
a
m
Y
開
E
S官
僚
∞

nF何
日
〈
刊
母
国
間
日
円
相
n
Z

2
3
3
∞・

2
・
事
・
全
体
を
通
覧
す
る
も
の
と
し
て
、

E
R
E
q
-
E
S
Z間門町四国〈
2
5
m
M『R
E
o
-口
一
項
目
可
四
円
前
(
寄
ぷ
-
Y
E
B唱
詐
n
v
g
〈
0
5
a
5
n
F門

会
唱
喝
、
司
)
回
一
。
凶
・

--uR

(8)
渡
辺
達
徳
「
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
諸
原
則
』
に
お
け
る
不
履
行
法
の
体
系
(
一

)
1
(
一
一
一
)
完
」
法
学
志
林
九
五
巻
一
号
、
三
号
、
九
六
巻

三
号
(
一
九
九
七
年
1
一
九
九
八
年
)
。

(
9
)
以
下
の
叙
述
は
、
主
に
ケ
ッ
ツ
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
な
ら
び
に
彼
の
比
較
私
一
法
方
法
論
・
共
通
契
約
法
理
解
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
る
か
に
当
て
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
に
つ
き
別
の
機
会
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
(
注

4
で
掲
げ
た
文
献
参
照
)
、
今
回
は
表
立
っ
て
言
及
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

(
叩
)
本
文
で
示
す
よ
う
に
、
ケ
ツ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
を
説
く
場
合
に
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
私
法
秩
序
の
中
に
存
在
し
て
い
る
共
通

性
」
に
注
目
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
異
な
る
意
味
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
を
論
ず
る
も
の
も
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ミ
ユ
ラ

l
・

グ
ラ
フ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
を
定
義
し
て
、
「

E
C諸
条
約
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の

E
C
(
E
U
)
加
盟
国
内
で
、
ま
た
は
す
べ
て
の

E

C
(
E
U
)
加
盟
国
に
対
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
私
法
の
共
通
準
則
」
と
言
い
、

E
C
(
E
U
)
と
し
て
の
統
一
実
体
私
法
設
定
権
限
、
統
一

規
定
の
必
要
性
お
よ
び
内
容
を
論
ず
る
。
富
E
-
2・。『白
R
e
m
5
0
1
5
F
2
9
5
a
D日n
z
p
s
n
Z
E
S
E
g
B
n
E
F
Z
d弓
石
戸
己
ゆ

}
2・

北法51(2・41)415



説
吾辺，

H岡

(日

)
E
R・嗣
F
m
n
z
a
a
G
E
n
-
M
E
S
g
a
m
o
B
2
2
3
Z∞
n
z
g
E
g
g
n
z
-
g一
玄
室
刊
円
。
Q
A
2
a
m
)・
9
5
m
u
z
g
g
P
E
R
R
F
Z口
色
町
『
開
局
。
Z
E
M
g

。
g
E回目
n
z
p
M・〉畠・

2
3
8
印
字
甲
南
・
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
要
約
さ
れ
た
形
で
後
述
す
る
『
比
較
法
原
論
(
第
三
版
)
』
中
に
取
り
込
ま

れ
て
い
る
。

(ロ
)
N耳
目
品
開
問
ミ
関
心
R
m
B
B
F包
括
宮
島
町
周
刊
行
E
Z
S
H
m
E
n
E
E
m
白
E
E
m
g
。四
Z
2
0
色
町
田
甲
ぞ
善
良
FZ-
凶
〉
己
戸
会
事
。
)

(
日
)
関
C
R
-
p
p。・[〉国岡田
-
z
u・5
0・
こ
れ
と
同
旨
の
主
張
を
す
る
も
の
と
し
て
、
阿
国
U
E・刷
NREZSMEm-円呂
E
8宮
EP仏
芯
邑
聞
の
宮
町
印
刷
H
R
Z
F
N宮
市

ロW
A
W
A悼
・

M
品品
-
M
晶∞・

(M)
関
PR-mH-P0・[〉回目
-
z
u・5
0・

(
日
)
関
P
R
-
P
P
0・[〉回目・回目]・∞
-MU{)円

(凶)関んい仲
N
-
h
w
-
白・
0
・{〉回目・

=
H
ω
・5
ミ・

(げ

)
5
R
-
p
p。
{
〉
ロ
5
・】同}・∞・

5c-ZAP-
同
様
に
、

P
S
E
m
w
p
p。・

3
ロ
旨
い
]
咽
∞

-ZAHU
も
、
一
方
に
お
け
る
「
形
式
的
な
法
統
こ
(
忠
男

同o
g
a
-
o
m
o
n
z
g
E
5円
)
と
、
他
方
に
お
け
る
「
契
約
法
秩
序
」
(
志
『
宮
町
8
三
ロ
ロ
ロ
沼
田
)
の
同
化
、
法
源
の
統
一
性
、
な
ら
び
に
法
律
学
・
法

理
論
の
統
一
性
と
を
、
意
識
的
に
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
が
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
後
者
が
存
在
し
て
い
る
た
め
に
統
一

市
場
が
機
能
し
て
い
る
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
イ
ギ
リ
ス
等
の
諸
国
を
挙
げ
て
い
る
。

(
日
)
た
だ
、
実
際
に
公
表
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
が
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
あ
る
。
む
し
ろ
、

そ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
共
通
す
る
準
則

(mam-)
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
国
法
を
収
集
し
て
比
較
し
た
上
で
、

望
ま
し
い
準
則
は
何
か
を
考
え
、
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
共
通
に
適
用
可
能
な
制
度
へ
と
高
め
る
意
識
、
「
法
的
構
成
」
ま
で
を
も
支
配
し

よ
う
と
い
う
意
識
が
強
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
に
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
契
約
法
典
」
へ
の
試
み

の
兆
し
が
見
ら
れ
、
む
し
ろ
、
ウ
ィ
ー
ン
国
連
動
産
売
買
条
約
の
方
向
や
、
私
法
領
域
に
属
す
る
諸
問
題
に
関
す
る
数
々
の

E
C
(
E
U
)
指

令
と
共
通
す
る
。
国
際
取
引
・
域
内
取
引
に
伴
、
つ
法
的
リ
ス
ク
回
避
の
要
請
を
考
慮
す
る
と
き
に
は
「
統
一
法
典
化
」
へ
の
指
向
が
高
ま
る
こ

と
は
、
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
。

(
m
m
)

】g
R
-
胆

b・o
-
Eロ
ヨ
・
ニ
]
吻
的
一
也
で
抜
粋
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
の
包
括
岨
宮
田

D
V
B
B
E
5・
S
E
E
-
m
問。
a
B
E
E
S
E邑

F
8
2住
。
ロ
丘
町

〉
-uROBES-ghHb
ロ
5
5
E
E
2
2
a
a
E
5
2
J『s
g
B
B
品目
E・g
-
m
n
E
Cロ
タ
〉
怠
色
白
E
oロ関門何回。
HESSR-oロ邑
m
e
回
目
同
(
這
忍
)
コ

Y
E
N
-

(却

)
E
R
L
P
0・
E
B
-
ご
]4ω
・
2
・

北法51(2・42)416
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(
幻
)
穴
C

同N
-
m
w
・目・
0
・{〉自己・=]・

ω・回出咽

GAH・

(
幻
)
同
C
H
N
-
m
w
・白・。[〉ロ
B-
ご]@切・

5
u・

(
幻
)
穴
O
R
-
阻・陪・
0

{
〉
ES--3-
∞・

3
u・
こ
こ
で
は
、
各
国
内
法
(
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
、
ド
イ
ツ
法
、
イ
タ
リ
ア
法
)
に
お
け
る
諸
準
則
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
法
準
則
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
「
地
方
版
L

と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

(
払
)
列
。
円
N
-

白・匝・。・[〉由民己
-
F

臼
・
戸
宮
内
・
ま
た
、

E
S
E
-加咽白・曲・。・{〉ロヨ
-a-
∞
---2・
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
契
約
法
」
、
「
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト

メ
ン
ト
」
と
違
っ
て
い
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
お
い
て
は
、

g
B
5
2
-
2
と
丘
三
二
号
と
い
う
基
本
的
に
異
な
っ
た
法
閏
間
で
の
契

約
法
の
統
一
が
指
向
さ
れ
て
い
る
点
の
み
な
ら
ず
、
同
一
の
法
圏
の
中
に
お
い
て
も
数
世
紀
に
わ
た
り
独
自
の
発
展
を
遂
げ
、
-
九
・
二

O
世

紀
の
法
典
化
へ
と
至
っ
た
様
々
な
国
内
契
約
法
を
視
野
に
入
れ
て
の
統
一
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
と
言
う
。

(お)関んい同
N

・
mmnF仲間〈町『
m
E
n
F巴口開
Eロ
a
m
R
z
a
o
m
g白E
w
e
宮川内向師同開口

m
n
F
B広
三
国
同
印
刷
-
y
m開
m
z
a
o加呂白片山
W
E口弘河四円吉田も
a
E
W
(
-
甲唱。)臼'∞ム

(
お
)
同
様
に
、
国
内
法
の
存
在
を
所
与
と
し
た
上
で
「
原
理
」
面
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
(
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
て
き
た
私
法
の
共
通
原
理
)

ー
ー
さ
ら
に
、
こ
の
共
通
原
理
を
記
述
す
る
実
定
法
上
の
諸
概
念
の
共
通
性
の
確
認

1

1
の
探
求
を
指
向
す
る
も
の
と
し
て
、
ど
宮
町
0
・
E
・o-

{〉ロ
S
・d
・
ω・宇品目叫・

(訂
)
N
d弓開仲間開『亡国内
CR-
白-
P
0・[〉
D
E
-
-
N
}
・-
M
・E-

(却
)

N
毛
色
柄
。
ミ
穴
C
R
-
p
p
。
・
[
〉
ロ
ヨ
-
-
M
H
・M
・-m-

(却
)

N
毛色問団『て回
S
R
-
白・白・
0
・
[
〉
自
己
N]-m-
コ・

(却

)NS-同
E
b
E
s
o
p
P
0・{〉ロ

BE--∞・
3
・

(幻
)
N垣
刊
日
明
白
及
閃
か
H
F
P剛W
・O
-
{〉
露
出
・
ロ
}
よ

ω・戸市町・

(
詑
)
N垣
包
偶
刊
叫
に
同
-
e
p
p曲・。・[〉口
B-
ロ]--m-M凶『・

(お
)
N垣
岱
明
白
ミ
窓
同
N
・
Z-。・{〉
=
B・
E
・-∞

-E・
も
っ
と
も
、
ケ
ッ
ツ
は
、
統
一
法
典
が
制
定
さ
れ
、
参
加
国
の
国
内
法
が
排
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、

国
内
裁
判
所
に
よ
る
統
一
法
典
の
適
用
に
は
危
険
を
伴
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
統
一
法
典
の
解
釈
に
と
っ
て
の
最
上
級
審
と
な
る
国
際
裁

判
所
が
存
在
し
な
い
と
き
、
実
質
私
法
を
統
一
し
た
は
ず
が
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
各
国
で
違
っ
た
解
決
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
再

び
各
国
間
で
の
抵
触
法
の
問
題
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
(
同
-P9・∞
-
M
E
)
0

さ
ら
に
、
国
内
法
が
併
存
す
る
場
合
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
本
文

E
の
一
を
参
照
せ
よ
。
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)
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・
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)
N
S
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F
P
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0・
[ES・
5
岨切・出
R

(
幻
)
関

U
F
曲
・
由
・
。
・
[
〉
ロ
自
一
戸
印
日
出
吋
・
も
っ
と
も
、
ケ
ツ
ツ
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
も
ど
き
の
新
た
な
概
念
法
学
を

展
開
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

(お

)
E
S∞
E
F
E
S
S
E
S
C唱
曲
昌
弘

n
g
b
E
。
戸
喜
朗

S
9
5
8ア
N
9
5加。
F
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2
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3
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)
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刷
伸
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宮
町
一
円
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日
開
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3
器
B
E
a
u
o個
自
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F
a
g
a
o
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q
(
3
S
)
∞
・
主
国
民
・
囲
内
法
の
ド
グ
マ
と
体
系
を
素
材
と
し
た
概
念
法
学
，

法
律
実
証
主
義
・
法
教
義
学
を
批
判
し
、
機
能
的
か
つ
反
教
義
学
的
な
方
法
で
あ
る
比
較
法
の
手
法
に
依
拠
し
て
、
個
別
具
体
的
な
問
題
を
起

点
に
置
い
た
類
型
的
考
察
の
下
、
当
該
具
、
体
的
な
問
題
を
法
秩
序
の
中
へ
と
位
置
づ
け
る
(
問
題
思
考
)
。

(叫

)
u
g
p
m
o
n
z
a
o加
B
S
w
g
a
m
n
n
F
Z〈
史
明
日
四
位
宮
口
問

-EFm目的
N
凶
品
会
当
。
)
切
・
ム

8
・
同
論
文
に
つ
い
て
は
、
比
較
法
研
究
一
二
三
号
一
四
八
頁
(
一

九
七
二
年
)
に
、
大
木
雅
夫
に
よ
る
文
献
紹
介
が
あ
る
。

(
M
U
)
o
u
-
-
2
b・
o-EB-主
的
・
さ
同
輔
さ

2
0∞・

(必

)
o
e
-
P
臼・目・
0
・[〉
E
S・品。]臼
-AHO
品・

(日
)

U

C

】]
0
・阻
-
m
W

・O・[〉ロヨ
-
A
H
(
)
]
ω
#
C
A
山内・

(
似
)
0
2
-
m
e
白
・
曲
。
・
{
〉
ロ
ヨ
・
品
。
]
臼
・
品
。
ミ
・

(
羽
)
【

U25・
H
4
5
0
5
R自
由
主

g
s
z
p
m
D号
2
2
5『
-
E
E者
5
(】3
3
M・3
n
a
ω
・
豆
ロ
カ
ナ
l
リ
ス
は
法
教
義
学
者
の
代
表
者
と
さ
れ
る

が
、
実
定
法
の
適
用
問
題
を
す
べ
て
法
教
義
学
の
方
法
で
貫
徹
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
一
一
一
一
八
条
(
良
俗

違
反
の
法
律
行
為
・
暴
利
行
為
)
、
同
二
四
二
条
(
債
務
履
行
の
際
の
信
義
則
)
と
い
っ
た
よ
う
な
-
般
条
項
の
適
用
が
問
題
と
な
る
局
面
で
は
、

い
か
に
「
動
的
シ
ス
テ
ム
」
の
よ
う
な
手
法
が
発
展
し
よ
う
と
も
、
な
お
、
法
教
義
学
の
方
法
が
妥
当
し
な
い
余
地
が
残
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
(
同

-P。
-m-示
内
)
。
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
藤
原
正
則
「
法
ド
グ
マ

l
テ
ィ
ク
の
意
味
と
背
景

|
l
ド
イ
ツ
の
法
学
方
法
論
と
の

対
比
1

1
」
私
法
六

O
号
二
四
頁
以
下
(
一
九
九
八
年
)
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(必

)
P
E
P
S
-。
{
〉
ロ
ヨ
-A3・臼・司・

(幻

)
n
g
E
F
同・陪。・{〉ロヨ

-S]w
凶
・
司
・
∞
「
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開

E
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守
喜
四
円
町
二
(
串
ま
)
・
同
書
に
つ
い
て
の
翻
訳
と
し
て
、
潮
見
佳
男
日
中
田
邦
博
H
松
岡
久
和
訳
『
ケ
ツ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
契
約
法
I
」
(
法
律
文
化
社
、
一
九
九
九
年
)
。
原
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書
評
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し
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z
a
E
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E
M
M
S事・
5
u
a
R
が
あ
る
。

(
臼
)
択
。
同
N
-

白・白・。・{〉ロ芦合]喝印・目
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ω-M凶aa--
潮
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ッ
パ
契
約
法
I
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で
参
照
さ
れ
て
い
る
法
律
・
条
約
類
に
は
、
既
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
も
含
め
、
目
に
つ
い
た
だ
け
で
も
、
次
の
も

の
が
あ
る
(
訳
語
は
、
潮
見
H
中
国
H
松
岡
訳
で
用
い
た
も
の
を
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訳
者
間
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干
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不
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が
あ
る
が
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し
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い
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ド
イ
ツ
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商
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式
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賦
販
売
法
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訪
問
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売
撤
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消
費
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信
用
法
、
保
険
契
約
法
、
職
業
教
育
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護
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第
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邦
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る
法
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、
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一
年
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月
一
四
日
法
、
【
イ
タ
リ
ア
】
民
法
、
一
九
九
一
年
二
月
一
一
一
日
法
、
一

九
九
二
年
一
月
一
五
日
法
律
五

O
号
、
一
九
九
二
年
二
月
一
七
日
銀
行
契
約
法
、
【
オ
ラ
ン
ダ
】
民
法
、
一
九
七
二
年
一
二
月
一
一
一
一
日
法
律
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四
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号
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九
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O
年
七
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年
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月
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日
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三
六
年
三
月
七
日
債
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書
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九
七
七
年
消
費
者
信
用
法
、
一
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八
一
年
訪
問
販
売
法
、
【
ノ
ル
ウ
ェ
ー
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契
約
法
、
【
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
】
契
約
法
、
【
デ
ン
マ
ー
ク
】
契
約
法
、
【
ハ
ン
ガ
リ
ー
】
民
法
、
【
チ
ェ
コ
】
民
法
、
【
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
】
債
務
法
、

【
ポ
ー
ラ
ン
ド
}
民
法
、
【
イ
ギ
リ
ス
}
詐
欺
防
止
法
、
一
八
八
二
年
為
替
手
形
法
、
一
八
八
九
年
フ
ァ
ク
タ
法
、
一
九
二
五
年
財
産
法
、
一
九

五
七
年
妻
の
地
位
法
、
一
九
七
三
年
公
正
取
引
法
、
一
九
七
四
年
消
費
者
信
用
法
、
一
九
七
七
年
賃
貸
借
法
、
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項

法
、
一
九
七
九
年
動
産
売
買
法
、
一
九
八
一
年
事
業
譲
渡
規
則
、
一
九
八
二
年
動
産
お
よ
び
役
務
の
提
供
に
関
す
る
法
、
一
九
八
六
年
支
払
不

能
法
、
一
九
八
六
年
会
社
法
、
一
九
八
六
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
、
一
九
八
七
年
消
費
者
保
護
法
、
一
九
八
九
年
財
産
法
、
訪
問
販
売
規
則
、
一

九
八
九
年
会
社
法
、
一
九
九
四
年
消
費
者
契
約
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
、
【
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
法
規
・
ル

l
ル
}
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原

則
、
一
九
六
八
年
三
月
九
日
の

E
C
指
令
、
一
九
八
五
年
二
一
月
二

O
日
の
営
業
所
以
外
の
場
所
で
締
結
さ
れ
た
契
約
の
場
合
に
お
け
る
消
費

者
保
護
に
関
す
る

E
C
指
令
、
一
九
八
六
年
二
一
月
二
一
一
日
の
消
費
者
信
用
に
関
す
る

E
C
指
令
、
一
九
九

O
年
主
催
旅
行
に
関
す
る

E
C
指

令
、
消
費
者
契
約
に
お
け
る
濫
用
条
項
に
関
す
る

E
C
指
令
、
自
動
車
強
制
責
任
保
険
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
定
、
【
国
際
共
通
の
条
約
・
ル
ー

ル
}
国
連
動
産
売
買
条
約
、
国
際
動
産
売
買
に
お
け
る
エ

l
ジ
ェ
ン
シ

l
に
関
す
る
条
約
、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ

国
際
動
産
売
買
の
有
効
性
に
関
す
る
準
則
の
統
一
に
関
す
る
法
律
草
案
、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
条
約
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

手
形
法
統
一
条
約
・
小
切
手
法
統
一
条
約
、
海
難
救
助
に
関
す
る
一
九
一
九
年
プ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
、
【
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
】
統
一
し
商
事
法
典
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(
巴
の
の
)
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
、
【
そ
の
他
の
国
・
地
域
】
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
一
九
八
二
年
契
約
(
関
係
)
法
、
ク
イ
ー
ン

ズ
ラ
ン
ド
-
九
七
四
年
財
産
法
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
一
九
六
九
年
財
産
法
。

(
侃
)
ラ
l
ベ
ル
と
同
様
の
手
法
を
用
い
て
比
較
法
の
素
材
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
は
、
最
近
の
も
の
の
中
で
は
、
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
作
業
に

際
し
て
公
表
さ
れ
た

Emao戸
E
O
E
9
5仏
刊
日
仏

0
5
5
8
C島
切
れ
広
三
苫
詔
)
が
あ
る
。

(印
)
E
m
-
-
E
O
F
P
同・0・[〉ロヨ
-
U
M
し]吻印・

5
凶∞・

(
叩
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
契
約
法
へ
向
け
て
の
準
則
を
定
立
す
る
際
に
拠
っ
て
立
つ
基
盤
を
異
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ツ
ツ
が
支
持
す

る
法
準
則
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
」
で
採
用
さ
れ
た
も
の
と
が
多
く
重
な
り
合
う
の
は
、
理
論
的
に
は
、
後
者
が
強
い
影
響
を
受
け
た

国
連
動
産
売
買
条
約
な
ら
び
に
国
際
商
事
契
約
原
則
で
採
用
さ
れ
て
い
る
法
準
則
を
、
ケ
ツ
ツ
が
当
事
者
間
で
の
リ
ス
ク
分
配
と
社
会
全
体
の

効
用
を
考
慮
に
入
れ
た
と
き
に
「
効
率
的
」
だ
と
し
て
随
所
で
高
く
評
価
し
て
い
る
点
に
、
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
円
)
私
も
参
加
す
る
科
研
費
共
同
研
究
(
鈴
木
龍
也
代
表
)
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
統
一
と

E
U各
国
契
約
法
の
対
応
」
の
第
二
回
研
究
会
で
な
さ

れ
た
松
岡
久
和
報
告
(
一
九
九
九
年
一
一
月
一
一
日
開
催
)
で
指
摘
の
あ
っ
た
点
で
あ
る
(
同
教
授
の
承
諾
を
得
た
上
で
引
用
す
る
)
。

(η)
買い
R

P

P
。
・
[
〉
田
昌
・
ご
]eω
・5
吋
・
消
費
者
保
護
政
策
、
環
境
保
護
政
策
、
事
故
補
償
政
策
、
失
業
者
保
護
政
策
な
ど
の
例
を
挙
げ
る
。
こ
の
点

に
関
連
し
て
、
ド
ロ

l
プ
ニ
ク

(FOE-加
)
は
、
次
の
よ
う
に
言
、
っ
。
契
約
法
の
統
一
に
対
峠
す
る
の
は
、
国
家
固
有
の
社
会
政
策
的
目
的
に

よ
る
国
内
法
の
規
律
の
正
当
化
で
あ
る
。
こ
の
関
連
で
は
、
契
約
法
す
べ
て
の
完
全
な
統
一
か
、
そ
れ
と
も
部
分
的
統
一
か
、
統
一
ル

l
ル
を

強
行
的
に
捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
任
意
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
統
一
契
約
法
の
適
用
対
象
を
国
際
取
引
に
制

限
し
た
り
、
契
約
当
事
者
が
明
示
的
に
統
一
契
約
法
を
選
択
し
た
場
合
に
の
み
同
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
と
い
っ
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
。

も
っ
と
も
、
契
約
法
の
統
一
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
を
図
る
方
向
か
ら
は
、
む
し
ろ
社
会
政
策
面
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
こ
そ
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
0
8吉
宗
阻
-
P
0
・
宝
巴
B
・s・
∞
一
戸
当
R
)
。

(
刀
)
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ

l
ズ
の
理
論
、
条
文
化
さ
れ
た
各
種
の
契
約
解
釈
準
則
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
理
論
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
約
図
の
理
論
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
論
や
間
接
代
理
の
理
論
。
な
お
、
松
岡
・
前
掲
報
告
で
は
、
全

体
と
し
て
見
た
と
き
に
、
ド
イ
ツ
契
約
法
に
対
す
る
好
意
的
評
価
が
自
に
つ
く
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

(
川
内
)
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
も
、
申
込
・
承
諾
ル

1
ル
、
錯
誤
、
代
理
、
債
権
譲
渡
の
箇
所
で
は
、
望
ま
し
い
制
度
や
法
的
構
成
が
積
極
的
に

提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
国
際
レ
ベ
ル
で
の
制
度
・
法
的
構
成
面
に
お
け
る
統
一
が
図
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
図
ら
れ
よ
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説

う
と
し
て
い
る
分
野
で
あ
る
。

(
同
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
(
注
目
)
で
挙
げ
た
松
岡
報
告
で
指
摘
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

(
沌
)
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
ケ
ツ
ツ
が
国
内
法
で
採
用
さ
れ
て
い
る
制
度
・
法
的
構
成
に
対
し
て
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
の
中
で

1
1
1
単

な
る
原
理
・
準
則
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
制
度
・
法
的
構
成
レ
ベ
ル
で
|
|
批
判
を
加
え
る
点
に
は
、
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
あ
る
国
の
あ
る
法
的
構
成
(
た
と
え
ば
、
コ

l
ズ
に
依
拠
し
た
法
的
構
成
)
を
介
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
共
通
準
則
が
過
不

足
な
く
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
的
構
成
(
そ
し
て
、
右
の
例
で
は
、
コ

l
ズ
に
依
拠
し
た
問
題
解
決
)
に
は
問
題
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

(
作
)
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
の
中
で
、
実
際
に
下
さ
れ
た
判
決
に
対
し
て
ケ
ツ
ツ
が
「
説
得
力
が
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
否
定
し
て
い
る
も
の

の
う
ち
、
ほ
ん
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
契
約
の
成
立
に
つ
き
発
信
時
説
を
と
っ
た
フ
ラ
ン
ス
破
段
段
一
九
八
一
年
一
月
七
日
判
決
声
。
R
・

E-。-

E
E
B・8
]・
∞
-
這
-
潮
見
H
中
国
H
松
岡
訳
四
四
頁
)
、
契
約
交
渉
の
破
棄
に
関
す
る
巧
色
町
。
丘
で
・

E-a事
件
判
決
(
開
。
R-
白

E
P
0・
京
国
5
・S
}切

切・

2
・
潮
見
H
中
田
H
松
岡
訳
六
三
頁
)
。

(
花
)
不
法
行
為
法
の
構
想
で
も
、
ケ
ツ
ツ
は
、
同
様
の
考
え
方
か
ら
出
た
分
析
を
展
開
し
て
い
る
。
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
と
同
時
期
に
出
さ

れ
た
彼
の
『
不
法
行
為
法
(
第
七
版
)
』
に
お
い
て
、
特
に
、
事
故
法
の
目
的
(
事
故
回
避
費
用
)
、
過
失
の
規
準
、
使
用
者
責
任
、
危
殆
化
責

任
の
経
済
学
的
基
礎
、
物
損
の
場
合
の
賠
償
範
囲
、
死
亡
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
箇
所
で
、
「
法
と
経
済
学
」
の
手
法
に
よ
る
分
析
が
試
み

ら
れ
て
い
る
。
問
。
R-oo--E均四

nz・
吋
〉
E
3
・
会
事
部
)
臼
・
ぉ

n
h一宙開山『
-LMM円・

5
a
-
M
O唱
円
高
戸
出
色
E
R・E
-
P
。
・
[
〉
ロ
自
己
一
}
・
∞
・

5
品以・

(
乃
)
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法

I
』
に
対
す
る
書
評
の
中
で
、
ヘ
ル
ナ
l

(回
忌
忠
之
は
、
的
確
に
も
、
ケ
ッ
ツ
の
契
約
法
理
解
の
根
底
に
厚
生
経
済

学
の
手
法
を
用
い
た
財
の
最
適
配
分
(
こ
れ
に
よ
る
社
会
全
体
の
効
用
の
最
大
化
)
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ル
ナ
ー
は
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ツ
ツ
の
叙
述

1
l
特
に
第
一
部
で
の
叙
述
|
|
を
「
意
思
ド
グ
マ
」
と
「
信
頼
保
護
」
の
対
立
軸
で
捉
え
、
こ
の
対

立
軸
で
見
た
と
き
の
各
章
に
お
け
る
ケ
ツ
ツ
の
叙
述
に
お
け
る
揺
れ
と
矛
盾
を
突
く
論
評
を
主
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
限
り

で
、
ケ
ツ
ツ
の
企
図
し
た
と
こ
ろ
と
は
噛
み
合
わ
な
い
書
評
に
終
わ
っ
て
い
る
。
国
何
回
口
戸
田
・
曲
目
。
・
手
口
B
-
U
M
]
温的・

5
混
同
と
り
わ
け
、
ヘ
ル
ナ
ー

が
、
「
ケ
ツ
ツ
は
、
一
般
的
に
、
客
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
主
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
優
先
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
0

・
:
[
し
か
し
な
が
ら
、
]

全
体
と
し
て
見
た
と
き
に
は
、
ケ
ツ
ツ
は
、
契
約
法
の
諸
準
則
の
最
終
日
標
と
し
て
信
頼
保
護
を
置
く
こ
と
に
対
し
て
も
、
二
疋
の
疑
い
の
念

を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
:
・
私
が
ケ
ツ
ツ
を
正
し
く
理
解
し
た
と
き
、
ケ
ツ
ツ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
法
の
主
た
る
目
的
は
、
経
済

論
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ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

学
が
研
究
対
象
と
し
て
追
求
し
て
い
る
全
体
の
効
用
を
、
法
準
則
に
よ
り
増
大
さ
せ
る
点
に
存
在
す
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
全
体
の
効
用
を
増

大
さ
せ
る
と
い
う
問
題
は
、
法
準
則
の
目
的
と
し
て
信
頼
保
護
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
ほ
ど
容
易
な
も
の
で
な
い
。
こ
こ
に

お
い
て
、
私
は
、
ケ
ツ
ツ
と
全
く
同
惑
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
(
切
・

5
お
)
、
ケ
ツ
ツ
の
問
題
関
心
と
へ
ル
ナ
l
の
分
析
の
食
い
違
い
が
見
事
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。

(
加
)
典
型
的
に
は
、
申
込
の
拘
束
力
、
情
報
提
供
義
務
、
非
顕
名
代
理
の
場
面
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
幻
)
出
向
-
E
2・曲・白・。[〉口
B
-
M
M
]
e
臼・

5
S・

(
回
)
司
自
己
ロ

R
P曲・。・{〉
=B-巴]・

ω--ま凶・

(幻

)
N
5
2
5
8
p
g。
・
{
〉
ロ
ヨ
-
M
]
・∞・

5『
J

H
∞片山

§
5
S
F
d
H
O
E唱
え
。
包
囲
胴
差
。
口
師
会
宰
N}
同MHmpn0・
Z
'
H
C
U

待ミ
~
r
m
o
s
s
E宅
自
己

開
E
B問団
m
g
F
G陪
-
C
E門
司
場
百
・
出
向
円
EH阿
国
司
叩
門
己
¥
吋
。
垣
問
内
同
世
開
=
3一支出
HMC〈昨日内。島町
M
ロ品・

metoD(苫沼市町)勺・己・て
h
F

穴口

EE-同
-P。・[〉出
B
3
4
∞-
M
品市
Y

N
u
f
N
a
N
d
N
a
R
も
、
現
在
の

E
U
諸
国
の
民
法
典
は
非
常
に
広
範
に
ロ

i
マ
法
に
淵
源
を
有
し
て
お
り
、
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
に
と
っ

て
は
、
ロ
ー
マ
法
(
さ
ら
に
、
ユ

l
ス
・
コ
ム

l
ネ
)
か
ら
獲
得
さ
れ
る
法
的
経
験
が
、
個
々
の
条
項
に
つ
い
て
の
理
解
ヤ
一
般
条
項
の
具
体

化
、
法
典
の
補
充
の
際
、
な
ら
び
に
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
秩
序
の
統
一
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
の
形
成
の
際
に
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
O
P
E
-
N
p
h
w
白・
0・
[
〉
ロ
ヨ
ミ
∞
・

3
a
R
も
同
旨
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
キ
ル
ヒ
ナ

!
(
E
R
E四
円
)
の
批
判
が
あ
る
。
キ
ル
ヒ
ナ
l
は
、
な
ぜ
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
が
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
の
か
、
な
ぜ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
除
外
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
聞
い
に
答
え
る
こ
と
な
し
に
契
約
法
の

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
」
を
法
史
学
的
論
拠
の
み
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
疑
問
を
示
す
。

E
R
Z
o
p
p
P
0・
下
回
ヨ
ミ
・
∞
・
二
。
・

(
制
)
別
の
論
文
で
ケ
ツ
ツ
が
比
較
法
と
法
史
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
概
括
的
に
述
べ
る
と
き
に
も
、
本
文
中
で
指
摘
し
た
点
に
つ
い

て
は
、
所
与
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
ケ
ツ
ツ
に
よ
り
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
す
べ
て
の
法
史
研
究
は

比
較
法
の
操
作
を
伴
い
、
比
較
法
は
常
に
、
比
較
さ
れ
る
制
度
・
手
続
・
作
業
様
式
・
技
術
が
展
開
す
る
際
の
基
礎
と
な
っ
た
歴
史
的
条
件
の

下
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
史
学
と
比
較
法
と
は
双
子
の
姉
妹
で
あ
り
、
法
史
的
研
究
と
比
較
法
的
研
究
を
「
関
連
づ
け
ら
れ
た
包

括
的
な
シ
ス
テ
ム
」
へ
と
統
合
す
る
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
雨
研
究
の
こ
う
し
た
関
連
づ
け
は
、
今
日
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
法
の

(
再
)
構
築
と
(
再
)
認
識
へ
と
導
く
よ
う
な
ス
タ
ー
ト
・
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
と
き
、
歴
史
的
か

っ
比
較
法
的
な
研
究
は
、
規
範
そ
れ
自
体
の
内
容
が
何
で
あ
っ
て
、
そ
の
規
範
が
ど
の
よ
う
に
発
達
し
た
の
か
を
切
り
取
っ
て
扱
う
の
で
は
な

く
て
、
規
範
が
ど
の
よ
う
に
創
造
さ
れ
、
形
成
さ
れ
、
適
用
さ
れ
た
の
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
、
つ
ま
り
、
立
法
技
術
、
解
釈
方
法
、
判
断
様
式
、
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な
ら
び
に
、
法
律
専
門
家
の
養
成
、
実
務
お
よ
び
社
会
化
に
取
り
組
む
も
の
な
の
で
あ
る
。
志
向
N

唱
者
g
叩Z
E
a
a
R
E
n
E
Z
S
G
E
a
M
Eロ
聞
き
ロ

品
開
同

-mnnzg胸
骨
田

nznFSJ『
同

N
】
喧
喧
一
N
・N
0
・M戸時・

(
部
)
出
色

Emphvp。・{〉出
B-UM]・
∞
呂
当
・

(
剖
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
(
注
れ
)
で
挙
げ
た
松
岡
報
告
で
指
摘
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

(
釘
)
記
述
が
相
当
部
分
に
お
い
て
重
複
す
る
領
域
と
し
て
、
「
契
約
法
に
お
け
る
自
由
と
強
制
」
、
「
行
為
能
力
」
、
「
申
込
と
承
諾
」
、
「
方
式
規
定
」
、

「
法
律
違
反
と
良
俗
違
反
」
、
「
真
意
性
の
徴
表
」
、
「
契
約
解
釈
」
、
「
錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
」
、
「
代
理
」
、
「
債
権
譲
渡
」
、
「
第
三
者
の
た
め
に
す

る
契
約
」
(
い
ず
れ
も
、

N
耳
切
仙
沼
ミ
罰
百
・

2
0・{〉ロヨ・
5
}・・

2
・
ピ
品
ム
訟
の
第
二
四
章
か
ら
三
回
章
ま
で
で
、
そ
の
表
題
に
沿
っ
て
並
べ
た
)
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
」
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
「
国
際
統
一
私
法
」
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
ケ
ツ
ツ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
内
部
で
の
私
法
の
統
一
を
語
る
際
に
、
ウ
ィ
ー
ン
国
連
動
産
売
買
条
約
の
方
向
を
支
持
し
、
こ

れ
を
他
の
取
引
領
域
や
法
的
諸
問
題
に
展
開
す
べ
き
旨
を
説
く

d
E
Sロ岨回目白

E
S
5
n
F
Z
E
&
m
E
E
E
B同
開
忠
告
怯
担

n
z
o
o
B
a
g
n
F
E
D
G
S一

ζ
E
2
4
Q軒
町
(
軍
国
間

-
y
p
g白
5
5
2
E
g
z
n
Z
E
号ニ
wES冨
吉
宮
口
。
叩
百
四
百
聞
の
『
由
F
N・〉
E白・

(
3
3
)
凶
・
凶
斗
由
時
・
同
様
に
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約

法
の
原
則
」
を
定
立
す
る
に
当
た
り
、
国
連
動
産
売
買
条
約
、
国
際
商
事
契
約
原
則
と
い
っ
た
国
際
的
ル

i
ル
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
統
一
商

事
法
典
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
を
参
照
し
て
は
ば
か
ら
な
い

F
E
R
E
-
O狩
宗
明
白
z
a
g
E
3
1』
R
E
g
〈
皇
門
出
岡
田
お
n
v
z
L
R
g
E
m
?

の円民(同昨日開・
)L-P。・・的・凶血吋
R-一
九
側
、
吋
内

NFFhFP0・[〉
EHM・3
M・。ド市
xw-

(槌

)
E
R・
E-P0・
2
ロヨ

2
・〈。
z
o
E
-

(
卸
)
北
川
善
太
郎
『
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
年
)
。

(
叩
)
北
川
・
前
掲
書
(
注
剖
)
一
八
二
頁
以
下
、
一
八
七
頁
。

(
引
)
北
川
・
前
掲
書
(
注
回
)
一
人
三
頁
以
下
、
-
九

O
頁。

(
位
)
北
川
・
前
掲
書
(
注
的
)
一
八
四
頁
。
「
各
国
の
実
定
法
規
範
に
内
在
す
る
制
度
的
な
も
の
(
契
約
自
由
の
原
則
・
過
失
責
任
の
原
則
・
所
有

権
絶
対
の
原
理
な
ど
お
よ
び
そ
れ
ら
の
修
正
原
理
)
」
の
み
な
ら
ず
、
「
そ
れ
以
外
に
法
の
解
釈
・
適
用
の
基
準
と
し
て
作
用
し
た
も
の
(
た
と

え
ば
、
意
思
主
義
・
表
示
主
義
あ
る
い
は
信
頼
原
理
)
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
北
川
・
前
掲
書
(
注
剖
)
一
八
四
真
、
一
九

O
頁。

(
倒
)
北
川
・
前
掲
書
(
注
的
)
三
四
二
頁
以
下
、
同
「
民
法
体
系
論
ノ
l
ト
」
磯
村
還
暦
下
(
有
斐
閥
、

説論
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一
九
七
O
年
)
五
五
頁
以
下
。



ヨーロッパ統一契約法の試みと限界

(
町
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
注
(
祁
)
で
指
摘
し
た
点
を
、
い
ま
一
度
合
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

(
何
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
契
約
法
」
の
可
能
性
に
触
れ
た
キ
ル
ヒ
ナ
l
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル
で
の
立
法
措
置
を
伴
う

か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
民
法
典
を
制
定
す
る
方
法
、
②
統
一
契
約
法
を
作
る
が
、
そ
こ
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
す

る
「
法
準
則
」
の
み
を
掲
げ
て
お
き
、
そ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
際
契
約
の
場
面
で
は
す
べ
て
の
国

(
E
U加
盟
国
)
で
同
一
の
処
理
が
な

さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
国
内
契
約
の
場
面
で
は
国
内
法
の
規
定
が
優
先
す
る
も
の
と
す
る
方
法
、
@
立
法
措
置
を
断
念
し
、
種
々
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

国
内
法
秩
序
の
比
較
を
通
じ
て
統
合
さ
れ
る
裁
判
官
法
の
発
展
を
経
て
法
の
同
化
を
行
な
う
方
法
、
④
法
の
同
化
を
契
約
実
務
の
展
開
に
委
ね

て
し
ま
う
方
法
を
挙
げ
る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
、
囲
内
契
約
法
の
規
律
の
相
違
を
前
に
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
「
契
約
法
」
と
し
て
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル
で
の
法
統
一
の
努
力
に
否
定
的
見
解
を
述
べ
る
。
む
し
ろ
、
契
約
法
内
部
で
の
「
個
々
の
規
律
群
」
ご
と
に
統
一
化
の
問
題

は
異
な
っ
て
考
究
さ
れ
る
べ
き
点
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
百
円
口
Z
R
-
p
p。
・
耳
目
5
・3
∞・

5占
W
R
E
N同・

ま
た
、
冒
頭
で
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
市
場
の
確
立
に
資
す
る
共
通
私
法
」
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
た
ウ
ル
マ

l
(
C
E
a
)
は
、
大
陸
諸
国
の
大
民
法
典
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ

i
上
の
諸
原
則
に
と
っ
て
代
わ
る
も
の
と

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
私
法
を
創
造
す
る
の
が
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
国
内
私
法
を
形
式
的
に
存
続
さ
せ
た
上
で
、
結
果
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
私
法
が
統
一
さ
れ
た
と
言
え
る
よ
う
な
形
で
広
範
に
内
容
面
で
の
同
化
を
図
る
の
が
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
上

で
、
共
通
市
場
に
と
っ
て
統
一
私
法
が
必
須
の
も
の
で
な
い
と
の
理
解
と
(
本
稿
に
お
け
る
注

(
2
)
も
参
照
の
こ
と
て
(
訪
問
販
売
の
撤
回

と
か
消
費
者
信
用
と
い
っ
た
よ
う
な
)
特
化
さ
れ
た
分
野
に
お
け
る
特
別
私
法
と
し
て
の
統
一
に
す
ら
加
盟
国
間
で
の
法
の
同
化
に
困
難
を
要

し
た
経
験
、
な
ら
び
に
国
内
民
法
典
の
改
正
(
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
債
務
法
の
改
正
)
す
ら
容
易
で
な
い
こ
と
か
ら
、
私
法
の
「
包
括
的
」
統

一
を
指
向
す
る
立
場
に
対
し
、
そ
れ
が
現
実
的
で
な
い
と
し
て
否
定
的
態
度
を
と
る
(
し
か
も
、
個
々
の
分
野
・
対
象
ご
と
の
同
化
が
な
さ
れ

た
と
し
て
も
、
国
内
法
規
定
と
の
抵
触
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
と
い
う
問
題
、
統
一
特
別
私
法
の
解
釈
権
限
を
ど
の
機
関
が
保
有
す
る
か

と
い
う
問
題
、
特
別
分
野
・
対
象
に
特
化
し
た
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
欠
飲
を
ど
の
よ
う
に
し
て
補
充
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
る
と
す
る
)
o

c-呂
田
ア
曲
-P
。・[〉
E
B
-
M
]
咽∞
-
M
咽hp
山山内・

(
肝
)
毛

-
N
5
5
S
S
E
-白
-
P
0・
3
ロヨ
-
N
]

∞-Z円

(
M
m
)

岡
山

S
E
R
-
p
p。
・
{
〉
自
己
-
M
M
]
・∞・

5Aa円

(
的
)
シ
ユ
ル
ツ
エ
(
符
宮
町
m
e
p
P
0・
[
〉
ロ
ヨ
勺
]
白
い
与
え
・
)
も
、
も
っ
ぱ
ら
国
内
法
を
対
象
と
し
て
い
た
法
律
実
証
主
義
か
ら
私
法
学
を
解
き
放
ち
、
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説

か
つ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
教
義
学
的
創
造
力
を
再
び
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
際
、
比
較
法
史
的
方

法
に
対
し
て
聞
か
れ
た
方
法
論
的
基
礎
の
上
で
、
諸
々
の
国
内
法
の
中
に
存
在
し
て
い
る
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
た
共
通
な
い
し
類
似
の
諸
原
理

を
「
今
日
の
」
形
態
で
捉
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
。
し
か
も
、
シ
ユ
ル
ツ
エ
は
、
国
内
法
と
の
対
決
の
中
で
共
通
私
法
の
「
原
理
構
造
」

に
注
目
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
特
殊
性
(
た
と
え
ば
、
物
権
行
為
[
処
分
行
為
]
の
独
自
性
・
無
因
性
を
認
め
る
か
ど
う
か
)
に
目
を
ふ
さ
ぐ

こ
と
な
く
、
個
々
の
国
内
法
に
お
け
る
規
範
的
・
教
義
学
的
亜
種
を
比
較
法
史
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
共
通
性
の
も
と
へ
と
関
連
づ
け
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
比
較
法
史
的
基
礎
の
上
に
諸
国
の
圏
内
法
を
学
問
レ
ベ
ル
・
司
法
レ
ベ
ル
・
立
法
レ
ベ
ル
で
同
化
す
る
た
め

の
足
場
を
築
く
こ
と
が
容
易
に
な
る
点
を
指
摘
す
る
な
ゐ
・
0
・

M-EM‘
Z
E。

(
削
)
こ
の
捉
え
方
は
、
北
川
・
前
掲
書
(
注
的
)
の
基
礎
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

論

{
追
記
】
本
稿
は
、
二

O
O
O年
一
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
北
大
法
学
会
講
演
会
に
お
い
て
表
題
と
同
じ
テ
l
マ
の
も
と
で
報
告
し
た
内
容
に
、

当
日
の
議
論
で
話
題
と
な
っ
た
点
を
加
え
て
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ち
い
ち
お
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
講
演
会
参
加
者
各
位

か
ら
は
、
貴
重
な
ご
教
一
不
を
い
た
、
だ
い
た
。
ま
た
、
講
演
会
企
画
な
ら
び
に
北
大
法
学
論
集
へ
の
掲
載
に
当
た
っ
て
は
、
瀬
川
信
久
教
授
、
吉
田
邦
彦

教
授
の
ご
好
意
に
甘
え
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。
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